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わ
れ
わ
れ
は
、
先
に
、
定
期
傭
船
契
約
、

と
り
わ
け
、
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
考
究
す
る
た
め
に
、
イ
タ
リ
ア
航
行
法
の
傭
船
契
約

(
1
)
 

に
関
す
る
規
定
を
概
観
し
航
行
法
上
の
傭
船
契
約
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
学
説
を
分
析
す
る
機
会
を
も
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
折
、
航
行
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上
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本
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(
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(
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(
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(

2

)

 

法
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
と
実
務
界
に
い
う
定
期
傭
船
契
約
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、

な
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
主
張
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
究
極
的
目
的
で
あ
る
定
期
傭
船
契
約

の
法
的
性
質
の
究
明
の
た
め
に
も
、
実
務
界
で
実
際
に
な
さ
れ
て
い
る
定
期
傭
船
契
約
を
実
証
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、

イ
ク
リ
ア
国
籍
船
に
つ
い
て
イ
タ
リ
ア
人
業
者
間
で
な
さ
れ
る
ド
ラ
イ
カ
ー
ゴ
用
の
船
舶
の
定
期
傭
船
契
約
に
は

(
3
)
 

排
他
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
定
期
傭
船
契
約
書

I
t
a
l
t
e
m
p
o
(
正
式
名
•C
o
n
t
r
a
t
t
o
 
di 
N
o
l
e
g
g
i
o
 a
 T
e
m
p
o
)

の
基
本
的
構
造
を
分

(
4
)
 

析
し
て
み
よ
う
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
は、

C
a
m
e
r
a
di 
C
o
m
m
e
r
c
i
o
 l
n
d
u
s
t
r
i
a
 
e
 A
g
r
i
c
o
l
t
u
r
a
 di C
e
n
o
v
a
に
よ
っ
て
一
九
五
五
年
に
作

一
九
七
五
年
に
改
訂
が
な
さ
れ
、
現
在
に
及
ん
で
い
る
。
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
イ
ク
リ
ア
国
内
法
の
規
定
の
み
な
ら
ず
、

(
5
)
 

イ
タ
リ
ア
国
内
の
慣
習
が
考
量
さ
れ
、
そ
し
て
、
改
訂
に
あ
た
っ
て
は
、
経
済
界
の
利
害
関
係
人
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
、
と
い
う
。
現

在
の

l
t
a
l
t
e
m
p
o

は
、
全
四
四
ケ
条
か
ら
な
る
（
改
訂
前
は
、
全
四
六
ケ
条
で
あ
っ
た
）
。

以
下
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o

P
r
o
d
u
c
e
-
F
o
r
m

な
ど
）

成
さ
れ
、

―
―
五

と
す
る
主
張
が
、
近
年
、
イ
ク
リ
ア
に
お
い
て

(
6
)
 

の
基
本
的
構
造
を
分
析
す
る
に
つ
い
て
、
世
界
的
に
著
名
な
定
期
傭
船
契
約
書
（
た
と
え
ば
、

の
条
項
と
の
対
比
を
行
い
た
い
（
場
合
に
よ
っ
て
は
、
航
海
傭
船
契
約
書
も
引
用
す
る
）
。

に
よ
っ
て
、
各
書
式
の
共
通
点
、
ち
が
い
な
ど
が
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
こ
と

拙
稿
「
イ
タ
リ
ア
航
行
法
に
お
け
る
傭
船
契
約
」
関
大
法
学
論
集
三
六
巻
三
・
四
・
五
合
併
号
二
三
七
頁
。
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傭
船
契
約
書
は
、
コ
ー
ド
ネ
イ
ム
で
引
用
す
る
。
な
お
、
こ
こ
で
引
用
す
る
契
約
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
す
で
に
、
日
本
海
運
集
会
所
に
よ
っ
て

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）
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-
―
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が
な
さ
れ
た
。
」

ltaltempo 

「
船
舶
表
示

の
形
式
は
、
他
の
定
期
傭
船
契
約
書
と
別
段
の
ち
が
い
は
な
く
、
前
文
か
ら
は
じ
ま
る
。
ま
ず
、
契
約
締
結
の
場
所
・
日

本
日
、
船
名
ー
、
国
籍
ー
—
総
ト
ン
数
ー
純
ト
ソ
数
ー
|
'
船
級
|
ー
管
海
管
区
ー
登
記
番
号
ー
—
製
造
年
ー
ー
約

ー
ト
ン
の
常
備
燃
料

(l)庫
、
備
品
、
水
お
よ
び
死
貨
量
を
含
む
夏
期
載
貨
重
量
ト
ソ
数
約
|
ー
＇
メ
ー
ト
ル
ト
ン

満
載
平
均
吃
水
ー
造
船
計
画
図
に
よ
る
諭
内
載
貨
容
積
＂
グ
レ
ー
ン
立
方
フ
ィ
ー
ト
／
立
方
メ
ー
ト
ル
ー
|
ょ
ペ
ー
ル
立
方
フ
ィ
ー

ト
／
立
方
メ
ー
ト
ル
ー

風
力
階
級
·
~
の
—
ー
を
越
え
な
い
海
風
に
お
け
る
一
昼
夜
に
つ
き
上
等
ー
—
約l

ト
ン
あ
た
り
の
消
費
高
に
よ
る
満
載
航
海
能
力

約
_

_

 
ノ
ッ
ト

現
在
ー
ー
に
あ
る

汽
船
／
機
船
／
ク
ー
ビ
ン
船
ー
|
の
運
航
者
た
る
船
舶
提
供
者
1

と
傭
船
者

l

と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
、
（
以
下
の
ご
と
く
）
合
意

と
い
う
よ
う
に
、
契
約
当
事
者
の
名
称
お
よ
び
船
舶
表
示
の
記
載
欄
が
あ
る
。

時
の
記
載
欄
が
あ
り
、

つ
い
で
、

ニ
2
一
序
文

翻
訳
さ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
、

に
す
る
。

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

(
-
―
四
八
）

コ
ー
ド
ネ
イ
ム
と
条
項
番
号
の
み
を
引
用
し
、
条
項
そ
の
も
の
は
、
必
要
な
場
合
を
除
き
、
掲
げ
な
い
こ
と

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
書
の
分
析

―
―
六



ニ
2
一
？
一

契
約
当
事
者

航
行
法
に
お
い
て
は
、
傭
船
契
約
の
当
事
者
に
は
、
船
舶
提
供
者

(
n
o
l
e
g
g
i
a
n
t
e
)
、
傭
船
者

(
n
o
l
e
g
g
i
a
t
o
r
e
)

ら
れ
て
い
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

も
、
契
約
当
事
者
を
、
航
行
法
に
な
ら
っ
て
、
船
舶
提
供
者
、
傭
船
者
と
称
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o

に
お
い
て
は
、
船
舶
提
供
者
の
名
称
と
と
も
に
そ
の
資
格
、
す
な
わ
ち
、
船
舶
に
対
す
る
法
的
地
位
・
資
格
も

航
者
」
の
印
刷
部
分
は
、
変
更
さ
れ
な
い
。
も
し
、
船
舶
提
供
者
が
船
舶
賃
貸
契
約
に
基
づ
き
当
該
船
舶
を
運
航
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
運
航
者
」
の
部
分
は
抹
消
さ
れ
「
運
航
船
主

(
a
r
m
a
t
o
r
e
d
i
s
p
o
p
e
n
t
e
ま
た
は

d
i
s
p
o
n
e
n
t
'
O
w
n
e
r
)
」

ら
れ
る
。
ま
た
、
も
し
、
船
舶
提
供
者
が
先
行
す
る
定
期
傭
船
契
約
に
基
づ
き
船
舶
を
提
供
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

(
1
)
 

の
表
示
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
再
傭
船
契
約
の
場
合
で
あ
る
。

(

1

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 3
3
.
 
船
g

舶
賃
貸
借
契
約
の
場
合
、
当
該
船
舶
に
つ
き
、
借
主
が
運
航
者
に
な
る
の
で
（
航
行
法
第
二
六
五
条
）
、

貸
主
・
船
舶
所
有
者
は
運
航
者
の
資
格
を
失
う
。
し
か
し
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船
舶
提
供
者
・
船
船
所
有
者
は
、
運
航
者
の
資
格
を

維
持
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
傭
船
者
が
運
航
者
の
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
す
で
に
、
定
期
傭
船
契
約

と
船
舶
賃
貸
借
契
約
が
法
的
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
が
、
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

ニ
2
-
t
-
―

I
t
a
l
t
e
m
p
o
 
の
前
文
に
は
、
契
約
当
事
者
と
と
も
に
、
船
舶
が
表
示
さ
れ
る
。
以
下
に
、
船
舶
表
示
の
各
要
素
に
つ
い
て
、
簡
略
に
、

検
討
し
て
み
よ
う
。

船
舶
表
示

周
知
の
ご
と
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
有
力
学
説
に
よ
る
と
、
船
名
は

c
o
n
d
i
t
i
o
n

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

伺

船

名

「

D
i
s
p
o
n
e
n
t
b
y
 t
i
m
e
 ,
 
c
h
a
r
t
e
r」

表
示
さ
れ
る
。
船
舶
提
供
者
が
運
航
者

(
a
r
m
a
t
o
r
e
)

―
―
七

・
船
舶
所
有
者
ま
た
は
い
わ
ゆ
る

p
r
o
h
a
c
 v
i
c
e
'
O
w
n
e
r
 
で
あ
る
場
合
、
「
運

（
―
-
四
九
）

(
1
)
 

と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
、
船
名

「
運
航
者
」
の
部
分
に

と
い
う
文
言
に
置
き
か
え

な
る
名
称
が
与
え



(d) 
t
a
t
a
 
l
o
r
d
a
)
 

(C) 
し
か
し
、

は
、
船
舶
の
同
一
性
を
識
別
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
事
情
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
何
ら
変
わ
り
な
い
。

(
2
)
 

イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、
ま
だ
、
船
名
に
関
す
る
判
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

T
h
o
m
a
s
 E
d
w
a
r
d
 S
c
r
u
t
t
o
n
;
 
C
h
a
r
t
e
r
p
a
r
t
i
e
s
 
a
n
d
 Bills 
o
f
 L
a
d
i
n
g
,
 1
9
 ed., 
L
o
n
d
o
n
 1
9
8
4
,
 
p. 
7
8
.
 

T
u
l
l
i
o
;
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 7
 4.
 

l
t
a
l
t
e
m
p
o
 
は
、
船
舶
の
国
籍
の
記
載
欄
を
有
す
る
数
少
な
い
例
に
属
す
る
。
国
籍
は
、
と
り
わ
け
、
戦
時
に
そ
の
重

(
1
)
 

要
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
事
実
で
あ
る
が
、
平
時
に
お
い
て
も
、
準
拠
法
の
決
定
あ
る
い
は
自
国
船
優
遇
措
置
に
関
し

(
2
)

（

3
)
 

て
、
重
要
性
を
有
す
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

も
、
他
の
定
期
傭
船
契
約
書
と
同
様
、
戦
時
に
お
け
る
契
約
の
解
約
条
件
を
明
示
し
て
い
る
。

萩
原
正
彦
「
定
期
傭
船
」
昭
和
五
九
年
・
―
二
七
頁
。

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 3
5
 e
 seg., 
T
u
l
l
i
o
 ;
 0 p. 
cit., 
p
a
g
.
 7
5
.
 

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第一―

-0条
五
項
。

総
ト
ン
数
・
純
ト
ン
数

経
済
的
利
益
を
害
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
と
り
わ
け
、

が
記
載
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
は
な
い
。
し
か
し
、
総
ト
ン
数
・
純
ト
ン
数
の
不
正
確
な
表
示
が
傭
船
者
の

(
1
)
 

そ
れ
ら
に
基
づ
い
て
税
金
が
計
算
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

載
貨
重
量
ト
ン
数

を
し
な
い
か
ぎ
り
、

く
、
傭
船
料
の
計
算
の
基
準
で
も
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
載
貨
重
量
ト
ン
数
は
、
契
約
締
結
時
に
実
際
に
計
測

(
1
)

（

2
)
 

正
確
に
そ
れ
を
知
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
お
り
、
つ
ね
に
、
約
ー
ー
、
ト
ン
と
表
示
さ
れ
る
。

(

1

)

 

(

1

)

 

(

2

)

 

(
3
)
 

(b) (

1

)

 

(

2

)

 

総
ト
ン
数
・
純
ト
ン
数

(
s
t
a
z
z
alorda•stazza 

n
e
t
t
a
)
 

（
―
-
五

0
)

(
p
o
r
 ,
 

載
貨
重
量
ト
ン
数
は
、
傭
船
者
に
と
っ
て
航
海
ご
と
の
積
荷
量
の
計
算
の
基
準
と
な
る
ば
か
り
だ
け
で
な

T
u
l
l
i
o
;
 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 

国
籍

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

は
、
通
常
、
載
貨
重
量
ト
ン
数

―
一
八



い

船

級

張
で
あ
る
が
、

「
海
事
実
務
に
お
い
て
は
、

―
―
九

「
実
際
の
載
貨
重
量
よ
り
も
大
き
く
ま
た
は
小
さ
く
船
舶
の
載
貨
重
量
を
申
告
し
た
運
送
人
は
、
そ
の
差
が
二
十
分
の
一
を
こ
え
る
場

合
、
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
。
」

と
規
定
し
て
い
る
。
通
説
は
、
こ
の
規
定
が
傭
船
契
約
に
も
適
用
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
、

込
ま
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、

(
5
)
 

は
、
お
そ
ら
く
、
通
用
し
な
い
主
張
で
あ
ろ
う
。

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
若
干
古
い
主

11

約
“
が
つ
く
と
二
十
分
の
一
の
法
定
の
許
容
限
度
を
は
る
か
に
こ
え
た
許
容
限
度
が
と
り

(
4
)
 

一
般
に
認
め
ら
れ
る
許
容
限
度
は
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
達
し
う
る
。
」
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
現
在
で

(

1

)

萩
原
・
前
掲
―
二
八
頁
。

(

2

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
3
5

に
よ
る
と
、
船
舶
の
容
積
は
、
船
体
の
構
造
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
変
化
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

た
と
え
、

11

約
“
を
つ
け
な
く
と
も
、
船
舶
提
供
者
が
申
告
し
た
値
と
実
測
値
の
差
が
合
理
的
な
範
囲
で
あ
れ
ば
、
通
常
、
容
認
さ
れ
る
、
と
解

さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

(

3

)

反
対
説
ら
:iiacinto
A
u
r
i
t
i
;
 
C
o
n
t
r
i
b
u
t
o
 
allo 
s
t
u
d
i
o
 
d
e
l
 
contratto 
di 
n
o
l
e
g
g
i
o
,
 
M
i
l
a
n
o
 1971, 
p
a
g
.
 
4
2
 e
 s
e
g
g
.
 

(

4

)

 

C
l
e
m
e
n
t
e
 P
e
r
s
i
c
o
;
 
S
u
l
l
a
 
p
o
r
t
a
t
a
 
della 
n
a
v
e
 nella 
d
i
c
h
i
a
r
a
z
i
o
n
e
 
d
e
l
 
n
o
l
e
g
g
i
a
t
o
r
e
 
(sic) 
e
 la 
c
l
a
u
s
o
l
a
 
"
c
i
r
c
a
"
,
 
D
i
r
 ,
 

itto 
m
a
r
i
t
t
i
m
o
,
 
1947, 
p
a
g
.
 
130. 
タ
イ
ト
ル
の

51用
中
に

(sic)

を釉
2

し
た
が
、

n
o
l
e
g
g
i
a
t
o
r
e
は
、
明
ら
か
に
、

n
o
l
e
g
g
i
a
n
t
e

の
誤
り
。

(

5

)

 

B. 
G. B
i
a
n
c
h
e
t
t
i
 ;
 Su
i
 m
e
t
o
d
i
 d
i
 
calcolo 
d
e
l
 
n
o
l
o
 L
u
m
p
s
u
m
,
 Diritto 
m
a
r
i
t
t
i
m
o
,
 
1
9
5
 0
 ,
 pa
g
.
 
4
0
5

は、

P
e
r
s
i
c
o

に
お
く

れ
る
こ
と
三
年
で
、
す
で
に
、
反
対
の
主
張
を
し
て
い
る
。

(
1
)
 

船
級
の
表
示
は
、
貨
物
保
険
料
の
計
算
甚
準
に
な
る
の
で
、
傭
船
者
に
と
っ
て
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。

た
だ
し
、
契
約
締
結
時
に
傭
船
が
船
舶
提
供
者
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
船
級
を
有
し
て
い
れ
ば
足
り
、
船
舶
提
供
者
は
、
明
示
的
合
意
が

な
い
か
ぎ
り
、
契
約
期
間
中
、
そ
の
船
級
の
維
持
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

運
送
契
約
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
が
航
行
法
第
四
四
三
条
ぱ
、

と
解
さ
れ
る
。

（
―
-
五
一
）



船
料
が
期
間
建
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
速
力
の
表
示
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。
通
常
、

航
行
能
力
約
ー
~
ノ
ッ
ト
」
と
い
う
よ
う
に
表
示
さ
れ
る
が
、
I
t
a
l
t
e
m
p
o
 
の
速
力
表
示
の
仕
方
は
、
特
定
の
ビ
ュ
フ
ォ
ー
ト
風
力
階
級

(
1
)
 

の
も
と
で
の
速
力
で
あ
り
、
右
の
例
の
よ
う
な
抽
象
的
な
表
示
方
法
よ
り
、
正
確
を
期
し
う
る
も
の
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
 

船
舶
提
供
者
は
、
表
示
し
た
速
力
を
契
約
締
結
時
に
担
保
す
れ
ば
足
り
、
そ
の
後
の
速
力
低
下
に
つ
い
て
責
を
負
う
か
否
か
、
と
い
う

議
論
を
避
け
る
た
め
、
通
常
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、
船
舶
提
供
者
の
費
用
に
よ
る
船
底
掃
除
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
三
七
条
も
、

め
入
渠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
舶
料
の
計
算
は
、
最
初
の
連
続
二
四
時
間
を
こ
え
る
サ
ー
ビ
ス
中
断
期
間
に
つ
い
て
、

止
が
生
じ
た
と
き
船
舶
が
居
た
同
一
地
点
ま
た
は
同
様
の
地
点
に
お
い
て
船
舶
が
サ
ー
ビ
ス
を
再
開
す
る
状
態
に
な
る
ま
で
、
中
断
さ
れ

る
。
傭
船
料
支
払
中
断
中
の
燃
料
、
油
お
よ
び
水
の
消
費
は
、
船
舶
提
供
者
の
負
担
と
す
る
。
」

速
力
低
下
は
、

船
底
掃
除

①

速

力

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

(
-
―
五
二
）

も
ち
ろ
ん
、
契
約
期
間
中
の
船
級
の
下
落
は
、
明
ら
か
に
、
傭
船
者
の
不
利
益
で
あ
る
が
、
そ
の
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
に
、
多
く

(
2
)
 

の
定
期
傭
船
契
約
書
に
は
船
舶
提
供
者
の
船
級
維
持
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

B
a
l
t
i
m
e
と
同
様
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o

に
は
、
そ

イ
ギ
リ
ス
で
は
、

R
o
u
t
h
v. 
M
a
c
M
i
l
l
a
n
 (
1
9
6
3
)
 
9
 
L. 
T. 5
4
1

に
お
い
て
、
船
級
が

condition
と
さ
れ
て
い
る
。

P
r
o
d
u
c
e
 ,
 
F
o
r
m
第
一
条
、

B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
2

第
三
条
な
ど
。

速
力
が
航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
な
例
外
に
属
す
る
が
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
傭

(

1

)

 

(

2

)

 

う
し
た
明
示
規
定
は
み
あ
た
ら
な
い
。

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

「
晴
天
お
よ
び
平
水
に
お
け
る
満
載

「
船
舶
は
、

1

に
船
底
掃
除
さ
れ
、
か
つ
、
運
航
者
の
費
用
に
お
い
て
‘
|
|
．
ヶ
月
ご
と
に
船
底
の
掃
除
・
塗
装
の
た

サ
ー
ビ
ス
停

と
り
わ
け
、
熱
帯
海
域
航
行
中
に
生
じ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
船
底
に
海
中
生
物
が
付
着
し
て
速
力
が
低
下
す

―
二

0



(

1

)

 

(

3

)

 

P
a
p
a
g
n
o
:
 0
 p. 
cit., 
pag. 3
9
.
 

＠

動

静

る
の
で
あ
る
。

Ital t
e
m
p
o

に
は
み
ら
れ
な
い
が
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m

ニ
―
条
や

F
o
n
a
s
b
a
t
i
m
e

第
二
八
条
な
ど
に
は
、
南
洋
で
船
舶
を
使
用
し
た

場
合
の
定
期
外
の
船
底
掃
除
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
最
近
い
く
つ
か
の
定
期
傭
船
契
約
書
は
、
実
際
の
速
力
が
表
示

(
3
)
 

さ
れ
た
速
力
を
下
廻
る
場
合
の
傭
船
料
の
減
額
を
定
め
て
い
る
。

(

1

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. cit•• 

pag. 3
7
.
 
ビ
ュ
フ
ォ
ー
ト
風
力
階
級
は
、
世
界
的
に
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
航
行
条
件
に
つ
い
て
、
当
事
者
間

の
永
く
費
用
の
か
か
る
争
い
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

2

)

イ
ギ
リ
ス
で
は
、

L
o
r
e
n
t
z
e
n
v. 
W
h
i
t
e
 S
h
i
p
p
i
n
g
 (
1
9
4
3
)
 
7
4
 L
L
 L. 
R
e
p
.
 1
6
1

に
お
い
て
、
速
力
は

w
a
r
r
a
n
t
y
と
さ
れ
た
が
、
船

主
は
、
契
約
締
結
時
に
そ
の
速
力
を
担
保
す
れ
ば
足
り
、
そ
の
後
の
速
力
低
下
に
つ
い
て
は
責
を
負
わ
な
い
、
と
判
示
さ
れ
た
。
し
か
し
、

T
h
e

Apollonius (
1
9
7
8〕

1
 
L
l

゜yd's
R
・e
p

・
5
3
で
ヽ
h
G呂
a
t
t
a
~
1
畢
心
屈
‘
却
K
約
a
細
廷g牌f
の
み
で
ほ

iな
v

ヽ
船
g
釦
が
傭
船
者
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る

と
き
に
お
い
て
も
表
示
速
力
は
担
保
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
、
と
判
示
し
た
。

E
s
s
o
 T
i
m
e
 1
9
6
9

第
九
条
、

T
e
x
a
c
o
t
i
m
e
2

第一

0
条
a
0

定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、
船
舶
表
示
の
要
素
と
し
て
船
舶
の
動
静
が
加
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
契
約
締
結
時
の

船
舶
の
所
在
が

c
;

n
o
w
 t
r
a
d
i
n
g
 "
と
か

6̂n
o
w
 d
i
s
c
h
a
r
g
i
n
g
 at
…

"9 

て
は
、
船
舶
の
動
静
か
ら
、
船
舶
が
合
意
さ
れ
た
引
渡
期
間
内
に
提
供
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
、
き
わ

(

1

)

 

め
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。

ニ
2
-
2
-――

不
実
表
示

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

と
い
う
よ
う
に
表
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

――

2
-
2
二
で
み
た
よ
う
に
、
定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、
船
舶
表
示
が
詳
細
に
な
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

傭
船
者
に
と
っ

つ
い
で
、
こ
こ
で

(
-
―
五
三
）



三

は
、
不
実
表
示
が
あ
っ
た
場
合
（
た
と
え
ば
、
載
貨
重
量
ト
ン
数
の
実
測
値
が
表
示
ト
ン
数
よ
り
小
さ
い
）
、

（
―
-
五
四
）

た
と
え
ば
、

M
o
b
i
l
e
t
i
m
e

第
四
条
f
の
よ
う
に
、
不
実
表
示
が
あ
れ
ば
、
傭
船
者
に
傭
船
料
の
割
引
請
求
権
を
与
え
て
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
契
約
の
解
除
や
損
害
賠
償
請
求
に
ま
つ
わ
る
紛
争
の
事
前
回
避
を
な
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
不
実
表
示
（
の
も
た

ら
す
結
果
）
に
つ
い
て
契
約
上
の
明
示
的
合
意
が
な
い
場
合
（
Italtempo

に
も
な
い
）
、

ま
ず
、
不
実
表
示
は
、
傭
船
者
が
意
思
表
示
（
契
約
の
合
意
）
を
な
す
う
え
で
の
錯
誤
の
原
因
と
な
り
う
る
。
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
四

(
1
)

（

2
)
 

ニ
八
条
に
よ
る
と
、
錯
誤
は
、
本
質
的
で
あ
り
他
方
の
当
事
者
に
よ
っ
て
認
識
し
う
る
も
の
で
あ
る
場
合
、
契
約
の
取
消
原
因
で
あ
る
。

(
3
)
 

し
か
し
、
不
実
表
示
に
基
づ
く
傭
船
者
の
錯
誤
に
よ
り
傭
船
契
約
が
取
消
さ
れ
る
こ
と
は
、
イ
タ
リ
ア
民
法
上
、
余
り
起
こ
り
え
な
い
、

む
し
ろ
、
多
く
の
場
合
、
船
舶
の
表
示
と
現
実
の
不
一
致
は
、
債
務
不
履
行
に
よ
る
契
約
の
解
除
原
因
と
な
り
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
総

て
の
不
実
表
示
が
解
除
原
因
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
四
五
五
条
に
よ
る
と
、
当
事
者
の
一
方
の
債
務
不
履
行
が
、

他
方
の
利
益
を
考
量
し
て
、
重
要
性
を
有
し
な
い
場
合
、
契
約
は
解
除
し
え
な
い
。
船
舶
表
示
要
素
の
う
ち
の
い
ず
れ
が
重
要
性
を
帯
び

(
4
)
 

る
か
は
個
々
の
場
合
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
か
ら
、
イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
四
五
五
条
が
適
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
ま
れ
で
は
な
い
も
の
、
と

思
わ
れ
る
。

(

1

)

イ
ク
リ
ア
民
法
第
一
四
二
九
条
が
錯
誤
が
本
質
的
な
場
合
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
の
二
項
は
、
「
給
付
の
目
的
の
同
一
性
、
ま
た
は
、
共
通
の

評
価
に
し
た
が
い
あ
る
い
は
諸
般
の
事
情
と
の
関
連
で
合
意
を
決
定
づ
け
た
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
目
的
の
質
に
関
す
る
と
き
」
錯
誤
を
本
質
的
と

し
て
い
る
。

(

2

)

 

Tullio; 0
 p. cit•• 

pag. 6
5
 

と
い
わ
れ
て
い
る
。

じ
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

に
よ
る
と
、
錯
誤
の
本
質
性
よ
り
も
他
方
当
事
者
に
よ
る
認
識
可
能
性
の
ほ
う
が
実
際
上
の
判
断
が
困
難
で
あ

一
般
原
則
に
よ
る
解
決
し
か
方
法
は
な
い
。

い
か
な
る
法
的
効
果
が
生



る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
三
一
条
「
錯
誤
は
、
契
約
の
内
容
・
契
約
上
の
諸
般
の
事
情
ま
た
は
契
約
当
事
者
の
質
と
の
関
連
で
、
通
常
の
注
意

力
を
有
す
る
人
が
指
摘
し
え
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
場
合
、
認
識
し
う
る
も
の
、
と
み
な
さ
れ
る
。
」

(

3

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit・・loco 
cit. 
船
g

舶
提
供
者
が
不
実
表
示
の
虚
偽
性
を
知
っ
て
い
た
場
合
、
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
三
九
条
一
項
（
「
詐
欺
は
、

契
約
当
事
者
の
一
方
が
用
い
た
欺
同
行
為
が
そ
れ
が
な
け
れ
ば
他
方
が
契
約
を
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
場
合
、
契
約
の
取
消
原
因
で
あ

る
。
」
）
の
問
題
と
な
る
。

(

4

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
e
 seg. 

ニ
2

で
~
四

傭
船
者
が
あ
る
一
定
の
特
性
を
備
え
た
船
舶
を
入
手
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
の
利
益
は
、
通
常
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
大
き

い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
船
舶
の
利
益
を
ま
っ
た
＜
欠
く
こ
と
す
ら
あ
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、

も
ち
ろ
ん
、
船
舶
の
名
称
の
記
載
は
な
さ
れ
な
い
し
、
他
の
表
示
要
素
に
し
て
も
、
船
舶
提
供
者
が
あ
り
き
た
り
の
船
舶
を
提
供
し
て
、

(
1
)
 

そ
の
表
示
要
素
か
ら
離
脱
し
う
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を
有
し
な
く
な
る
。

(
2
)
 

い
わ
ゆ
る

T
o
n
n
a
g
e
,
 
A
g
r
e
e
m
e
n
t
が
締
結
さ
れ
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
傭
船
者
は
、
特
定
期
間
内
、
特
定
数
量
の
物
品
を
特
定

港
へ
運
送
す
る
こ
と
に
利
益
を
求
め
て
い
る
（
傭
船
料
は
、
期
間
建
で
は
な
く
、
運
送
品
の
数
羅
建
に
な
る
）
。

示
さ
れ
な
い
の
で
、
船
舶
提
供
者
の
船
舶
提
供
義
務
は
概
括
的
な
も
の
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
船
舶
提
供
義
務
が
概
括
的
で
あ
る
、

(
3
)
 

っ
て
も
、
契
約
で
合
意
さ
れ
た
条
件
で
物
品
を
運
送
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
船
舶
を
提
供
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

船
舶
提
供
義
務
が
概
括
的
な
場
合
、
船
舶
提
供
者
は
船
舶
の
選
択
に
あ
た
り
大
き
な
自
由
を
有
す
る
か
わ
り
に
、
逆
に
、
義
務
の
履
行

(
4
)
 

の
後
発
的
不
能
が
生
じ
る
可
能
性
は
小
さ
く
な
る
。

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
(
-
)

船
舶
特
定
か
ら
の
離
脱
・
代
船
条
項

三
（

l
-
五
五
）

‘. 

と
し

J

の
場
合
、
船
舶
は
表



選
択
的

(alternativo)

第
一
八

(

1

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 6
7
.
 

(

2

)

こ
の
傭
船
方
法
は
、
最
近
に
な
っ
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
ま
だ
、
そ
の
実
態
・
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
認
識
が
一
致

し
て
い
な
い
。

Tullio;
0
 p. 
cit., 
pag. 6
8

は
、
蛉
8

造
江
儘
呻
鉛
心
睾
企
印
そ
の
も
の
、
と
し
て
い
る
。
船
舶
の
使
用
が
契
約
上
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ

て
お
り
、
運
送
品
の
数
量
に
よ
っ
て
傭
船
料
を
定
め
う
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
契
約
す
る
に
あ
た
り
、
航
海
傭
船
契
約
書
を
適
宜
補
充
し
て
利
用
し

て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

F
r
a
n
c
e
s
c
o
Berlingieri; 
Il 
trasporto 
marittimo, 
G
e
n
o
v
a
 1
9
7
5
,
 
pag. 4
 e
 seg. 
は
、
航
海
傭
船
契

約
と
も
定
期
傭
船
契
約
と
も
異
な
っ
た
種
の

(tertium
g
e
n
u
s
)

契
約
、
と
考
え
て
い
る
。

(

3

)

い
か
な
る
船
舶
が
「
ふ
さ
わ
し
い
」
も
の
な
の
か
は
、
各
場
合
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
。
契
約
の
規
定
の
全
体
か
ら
そ
れ
を
推
論
す
る
し
か
な

い

(Tullio;
0
 p. 
cit., 
pag. 6
9
)

。

(

4

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit. `
 
loco 
cit. 
e
 seg. 
こ
れ
に
つ
い
て
、

C
o
r
k
G
a
s
 C
o
n
s
u
m
e
r
s
'
C
o
.
 
v. 
Witherington 
a
n
d
 Everett 
(
1
9
2
0〕

3

L
L
 L. 
R
e
p
.
 1
9
4

が
参
考
に
な
る
。
な
お
、
本
件
は
、
高
橋
正
彦
「
標
準
航
海
傭
船
契
約
の
研
究
」
昭
和
五
一
年
・
三
六
頁
、
六
三
八
頁
に
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

る
可
能
性
は
、

い
ま
ま
で
の
べ
て
き
た
よ
う
な
船
舶
提
供
義
務
が
概
括
的
な
場
合
の
ほ
か
、
契
約
で
定
め
ら
れ
た
も
の
と
は
別
個
の
船
舶
を
提
供
し
う

(
1
)
 

い
わ
ゆ
る
代
船
条
項
が
契
約
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
る
場
合
に
、
認
め
ら
れ
る
。
代
船
条
項
に
よ
り
、
船
舶
提
供
義
務
は

な
も
の
と
な
る
。

(
2
)
 

ま
ず
、

B
l
a
c
k
s
e
a
w
o
o
d

第
三
九
条
は
、
船
舶
提
供
者
の
代
船
権
限
を
広
く
認
め
て
い
る
。
典
型
的
な
代
船
条
項
と
し
て
は
、

c
o
n
第
二
九
条
、

G
e
n
e
r
e
c
o
n
第
三
一
条
な
ど
で
あ
ろ
う
が
、

N
u
b
a
l
t
w
o
o
d
第
二
八
条
、

H
y
d
r
o
c
h
a
r
t
e
r
第
一
六
条
そ
し
て

N
i
p
p
'

o
n
o
r
e
第
一
八
条
と
す
す
む
に
つ
れ
、
船
舶
提
供
者
の
代
船
権
限
が
制
限
さ
れ
る
方
向
に
す
す
む
。
と
り
わ
け
、

N
i
p
p
o
n
o
r
e

(
3
)
 

条
は
傭
船
者
の
事
前
承
認
に
か
か
ら
せ
て
い
る
。

代
船
権
限
は
、
そ
の
権
限
を
有
す
る
者
（
お
そ
ら
く
総
て
の
場
合
、
船
舶
提
供
者
）
に
有
利
に
作
用
す
る
。
契
約
で
合
意
し
て
い
た
船

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

ー
ニ
四

（
―
-
五
六
）

S
c
a
n
 ,
 



引
渡
状
態

定
め
て
い
る
。

提
供
状
態

(
1
)
 

船
舶
の
提
供
（
引
渡
）

(

1

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
p
a
g
.
 7
0
 e
 segg. 
は
、
新
令
夕
く
の
契
約
書
の
な
か
か
ら
船
舶
提
供
者
の
代
船
権
限
の
広
狭
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

J•K• 

K
o
v
a
t
i
s
;
 
Substitution 
C
l
a
u
s
e
s
 
in 
Charterparties, 8
 
J
o
u
r
n
a
l
 
of 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
l
a
w
 
a
n
d
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 1
9
7
6ー
1
9
7
7
,

p. 
5
0
5
 

は
、
参
考
に
な
る
。
•

(

2

)

八
T
h
e
o
w
n
e
r
s
 h
a
v
e
 t
h
e
 
liberty 
to 
substitute 
a
 similar 
vessel 
o
n
 the 
t
e
r
m
s
 of this 
charter 
p
a
r
t
y
>
 

(

3

)

八
p
r
o
v
i
d
e
d
that 
s
u
c
h
 substituted 
vessel's 
m
a
i
n
 particulars 
a
n
d
 position shall 
b
e
 subject 
to 
the 
charterer's 
prior 

a
p
p
r
o
v
a
l
>
 

(

4

)

注
(

3

)

で
み
た

N
i
p
p
o
n
o
r
e

第
一
八
条
な
ど
は
、
代
船
権
限
の
利
益
の
一
部
を
傭
船
者
に
移
転
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

二
？
ニニ

2
二

t
-

l
t
a
l
t
e
m
p
o
 
は
、
前
文
に
つ
づ
い
て
、
第
一
条
に
お
い
て
、
引
渡
状
態

(
c
o
n
d
i
z
i
o
n
i
di 
c
o
n
s
e
g
n
a
)
 

「
船
舶
は
、
船
臆
清
潔
、
耐
水
性
、
強
固
、

態
で
、
使
用
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
現
行
配
乗
表
に
適
合
す
る
よ
う
、
仕
官
お
よ
び
乗
組
員
が
配
乗
さ
れ
な
け
れ

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

こ
ま
、

.,＇’ 

そ
う
し
た
代
船
条
項
は
な
い
。

―
二
五

つ
ぎ
の
よ
う
に

舶
に
後
発
的
不
能
が
生
じ
た
場
合
を
考
え
れ
ば
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
船
舶
提
供
者
は
、
傭
船
料
市
場
が
下
落
し
た
と
き
、
代
船
権

を
行
使
し
そ
の
船
舶
と
類
似
の
船
舶
を
提
供
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
市
場
が
騰
貴
す
れ
ば
、
後
発
的
不
能
を
理
由
に
、
契
約
を
解
除

(
4
)
 

す
る
。
こ
の
よ
う
に
船
舶
提
供
者
に
有
利
な
（
お
そ
ら
く
総
て
の
場
合
）
代
船
条
項
は
、
航
海
傭
船
契
約
に
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
、

S
u
p
p
l
y
t
i
m
e

第
ニ
―
条
は
、
船
舶
提
供
者
に
広
い
代
船
権
限
を
認
め
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o

と
題
し
て
、

か
つ
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
物
品
運
送
の
通
常
の
サ
ー
ビ
ス
に
適
す
る
状

（
―
-
五
七
）



か
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、

一
見
し
た
だ
け
で
、
本
条
が
単
に
船
体
が
航
海
に
堪
え
る
状
態
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
船
室
が
物
品
の
運
送
に
堪
え
る
状
態
に
あ
る
べ

(
2
)
 

き
こ
と
お
よ
び
充
分
な
乗
組
員
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

(
3
)
 

堪
航
能
力
は
、
あ
ら
ゆ
る
ク
イ
プ
の
傭
船
契
約
に
お
い
て
本
質
的
重
要
性
を
帯
び
る
。
そ
の
欠
如
が
運
送
品
の
損
害
発
生
の
原
因
と
な

る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
不
堪
航
と
損
害
の
関
連
性
が
、
多
く
の
場
合
、
損
害
賠
償
請
求
を
可
能
に
す
る
唯
一
の
手
掛
か
り
と
な
る
（
船

(
4
)
 

舶
提
供
者
に
は
多
く
の
免
責
約
款
が
用
意
さ
れ
て
い
る
）
か
ら
で
あ
る
。

定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
船
舶
提
供
者
が
堪
航
能
力
を
担
保
す
べ
き
時
期
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
コ
モ
ン
ロ
ー
上
で
は
、
傭
船
期
間
開
始
時

(
5
)

（

6
)
 

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
多
く
の
定
期
傭
船
契
約
書
は
、
全
傭
船
期
間
中
の
堪
航
能
力
の
維
持
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
に
関

し
て
は
、
全
傭
船
期
間
を
通
じ
て
堪
航
能
力
の
維
持
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

も
、
堪
航
能
力
の
欠
如
が
生
じ
た
場
合
に
は
能
力
回
復
の
た
め
の
合
理
的
な
処
置
を
な
す
義
務
を
課
し
た
も
の
か
、

(
7
)
 

る。
船
舶
提
供
者
と
す
れ
ば
絶
対
的
義
務
、

提
供
の
日
お
よ
び
傭
船
期
間
中
、
堪
航
能
力
を
維
持
す
る
た
め

d
u
e
,
d
i
l
i
g
e
n
c
e
を
な
す
こ
と
を
明
示
し
て
お
く
か
、
あ
る
い
は
、

S
T
B

T
i
m
e
第
四
条
の
よ
う
に
絶
対
的
担
保
は
船
舶
提
供
の
と
き
だ
け
に
か
ぎ
り
そ
の
後
は

d
u
e
,
d
i
l
i
g
e
n
c
e
を
な
す
べ
き
こ
と
を
明
示
す
る

Ital t
e
m
p
o

第
一
条
に
も
ど
ろ
う
。
全
傭
船
期
間
中
の
堪
航
能
力
の
維
持
の
み
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
る

F
o
n
a
s
b
a
t
i
m
e

第
九
条
の

よ
う
な
標
準
的
な
ク
イ
プ
で
も
な
い
し
、
ま
し
て
や
、

B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
2

第
六
条
な
ど
の
よ
う
な
詳
細
な
規
定
で
も
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
」

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

と
い
う
絶
対
的
義
務
を
定
め
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と

と
い
う
議
論
が
生
じ

と
解
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
は
、

B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
2

第
六
条
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
船
舶

ー
ニ
六

(
-
―
五
八
）



「
船
舶
は
、
船
鎗
清
潔
、
耐
水
性
、
強
固
、
か
つ
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
物
品
運
送
の
通
常
の
サ
ー
ビ
ス
に
適
す
る
状
態
で
」
と
い
う

(
8
)
 

文
言
（
そ
れ
自
体
、
全
傭
船
期
間
中
の
堪
航
能
力
の
維
持
に
つ
い
て
明
言
し
て
い
な
い
）
よ
り
、
船
舶
提
供
者
は
、
そ
の
費
用
と
危
険
に

(
9
)

（

10) 

お
い
て
、
全
傭
船
期
間
中
、
船
舶
を
担
保
し
た
状
態
に
維
持
す
る
義
務
を
負
う
、
と
断
言
し
う
る
か
、
若
干
、
疑
問
を
残
す
。
航
行
法
第

(11) 

三
八
六
条
の
解
釈
と
し
て
は
、
全
傭
船
期
間
を
通
じ
て
堪
航
能
力
を
維
持
す
べ
き
継
続
的
義
務
、
と
解
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
り
、

(12)

（

13) 

ま
た
、
判
例
も
そ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
有
力
な
反
対
説
が
あ
る
。

(

1

)

提
供
と
引
渡
の
二
つ
の
用
語
を
並
記
し
た
訳
を
少
し
の
べ
て
お
く
。

Italtemp0

の
一
九
五
五
年
版
は
、
第
一
条
で
「
L
a
n
a
v
e
 d
e
v
e
 esse ,
 

re c
o
n
s
e
g
n
a
t
a

…
」
と
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
の
船
舶
賃
貸
借
契
約
書
•
Italscafo 
1
9
5
6

は
、
第
一
条
に
お
い
て
、
「
II
P
r
o
 ,
 

prietarario 
si 
o
b
b
l
i
g
a
 a
 c
o
n
s
e
g
n
a
r
e
 la n
a
v
e

…
」
と
し
て
い
る
。
一
方
、
航
海
傭
船
契
約
書
•
Ital viaggio 
1
9
6
1

の
第
一
条
は
、

「II
Vettore 
dichiara 
di d
i
s
p
o
r
r
e
•
·
·

」
と
し
て
い
る
。
引
渡

(
c
o
n
s
e
g
n
a
)

と
い
う
文
言
が
定
期
傭
船
契
約
と
船
舶
賃
貸
借
契
約
を
混
同

さ
せ
る
原
因
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
事
実
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

の
一
九
七
五
年
版
第
一
条
は
、
「
L
a
n
a
v
e
 d
e
v
e
 essere 
m
e
s
s
a
 

a
 
disposizione• 

• 
•
」
と
改
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ま
だ
、
引
渡
と
い
う
表
現
は
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。

(

2

)

参
照
・
わ
が
国
の
商
法
第
七
三
八
条

(

3

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 4
0
.
 

(

4

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 7
9
 
e
 seg. 
航
海
傭
船
契
約
書
に
み
ら
れ
る
堪
航
能
力
担
保
義
務
の
規
定
の
多
く
は
、
運
送
品
の
損
害
と
直
接
関

連
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。

(

5

)

 

Carver's 
C
a
r
r
i
a
g
e
 b
y
 sea, 
1
3
 ed., 
vol. 
1
,
 
L
o
n
d
o
n
 1
9
8
2
,
 
p. 
4
4
9
.
 

(

6

)

 

B
a
l
t
i
m
e
第
三
条
一
項
な
ど
。

(

7

)

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
絶
対
的
義
務
と
解
さ
な
い
方
向
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
萩
原
・
前
掲
一
五
六
頁
、

Giertsen
v. 
T
 g
 
nbull 
&
 Co. 〔
1
9
0
8〕

S
.
 
C. 
1101. 

(

8

)

 

P
r
o
d
u
c
e
 ,
 
F
o
r
m

の
前
文
に
あ
る
よ
う
な

A
tight, 
staunch, 
a
n
d
 in e
v
e
r
y
 w
a
y
 fitted 
for 
the 
s
e
r
v
i
c
e
>

な
る
付
加
表
現
は
堪
航

能
力
の
保
障
の
補
足
強
化
を
す
る
も
の
、
と
い
わ
れ
て
い
る
（
萩
原
・
前
掲
一
四
一
＝
頁
）
。

Italtempo
第
一
条
の
「
stagna,
forte 
e
 sotto 

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

―
二
七

（
―
-
五
九
）



二
時
半
の
あ
い
だ
に
、

傭
船
期
間
＂
引
渡
港

「
上
記
の
船
舶
の
傭
船
は
、

船
舶
の
引
渡
が
な
さ
れ
た
と
き
か
ら
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
¾
I
I

空
一
条
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

o
g
n
i
 aspetto 
adatta 
e
 attrezzata 
p
e
r
 l'ordinario 
servizio」
ン

J

ぃ
｀
ニ
フ
宇
《
祖

82i
工
J

七
い
に
臨
m
4ロ
ナ
ン
ス
pfJ43
ス
ご
つ
。

(

9

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. cit•• 

loco 
cit. 

(
1
0
)航
海
傭
船
契
約
書
に
お
け
る
同
様
の
表
現
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
高
橋
•
前
掲
―
一
七
頁
。

(
1
1
)
 

S
e
r
g
i
o
 Ferrarini ;
 Ap
p
u
n
t
i
 di 
diritto 
della 
navigazione, 
Pt. 
I, 
T
o
r
i
n
o
 
1963, 
pag. 
32. 

(
1
2
)破
棄
院
一
九
六
五
年
七
月
二
二
日
判
決
・
一
七
一
四
番
•
Rivista 
del 
diritto 
della 
navigazione, 
1
9
6
6
 
II, 
pag. 78. 

(
1
3
)
 

G
u
s
t
a
v
o
 R
o
m
a
n
e
l
l
i
 ;
 Profilo 
del 
noleggio, 
M
i
l
a
n
o
 1979, 
p
a
g
.
 
144. 
ま
た
、

Tullio;
0
 p. cit•• 

pag. 
8
1
は
、
峠
匹
行
沖
i箪

H

四
二

一
条
に
関
し
て
、
運
送
人
は
、
全
航
海
期
間
中
、
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
負
う
、
と
し
た
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
控
訴
院
一
九
六
九
年
ー
ニ
月
二
六
日
判
決

(Diritto 
marittimo, 
1970, 
pag, 
148)

を
誤
り
、
と
評
し
て
い
る
。

ニ
2
二

2
-
―

定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
通
常
、
傭
船
期
間
の
開
始
時
は
、
船
舶
の
提
供
時
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、
船
舶
の
提

が
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
複
数
の
港
が
指
定
さ
れ
た
り
、
ま
た
、

供
が
い
か
な
る
場
所
で
な
さ
れ
る
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
船
舶
提
供
の
場
所
と
し
て
、
通
常
、
契
約
に
よ
り
、
ひ
と
つ
の
特
定
の
港

(
1
)
 

一
定
の
区
域
が
指
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

ー
日
曜
日
お
よ
び
／
ま
た
は
公
休
日
を
除
き
|
|
八
時
か
ら
一
八
時
の
あ
い
だ
そ
し
て
土
曜
日
な
ら
ば
八
時
か
ら
一
四
時
の
あ
い
だ
に

（
船
長
ま
た
は
彼
に
か
わ
る
者
に
よ
る
書
面
に
よ
る
予
告
が
、
平
日
に
は
九
時
か
ら
一
八
時
の
あ
い
だ
そ
し
て
土
曜
日
に
は
九
時
か
ら
一

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
|
—
港
に
お
い
て
そ
し
て
傭
船
者
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
場
所
に
お
い
て
、

ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
指
定
を
欠
く
か
指
定
さ
れ
た
場
所
が
使
用
不
能
の
場
合
、
た
と
え
そ
れ
が
待
機
場
所
で
あ
っ
て
も
港
湾
当
局
が
指

提
供
場
所

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

暦
日
ー
|
‘
ヶ
月
間
と
す
る
。
船
舶
は
、

―
二
八

(
-
―
六

0
)



な
ら
な
い
。
」

定
す
る
場
所
に
お
い
て
、
傭
船
者
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ー
ニ
九

（
一
―
六
一
）

と
い
う
規
定
を
も
つ
持
殊
な

か
か
る
場
所
は
、
船
舶
の
必
要
的
安
全
を
品
障
す
る
よ
う
、
出
入
自
由
、
即
時
接
近
可
能
に
し
て
充
分
な
水
深
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば

「

s
h
e
c
a
n
 safely 
lie 
a
l
w
a
y
s
 afloat, 
or 
safe a
g
r
o
u
n
d
•
·
·

」

T
r
a
n
s
t
i
m
e
 1
9
4
6

第
一
条
は
、

(
2
)
 

例
外
で
あ
る
が
、

Ital
t
e
m
p
o
第
二
条
の
規
定
は
、
標
準
的
な
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
提
供
場
所
の
指
定
権
が
傭
船
者
に
与

(

3

)

 

え
ら
れ
て
い
る
か
わ
り
に
、
そ
の
場
所
が
安
全
た
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
安
全
港
の
概
念
は
、
き
わ
め
て
広
く
、

(

4

)

 

気
象
的
、
物
理
的
、
政
治
的
条
件
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
に
属
す
る
。

そ
れ
で
は
、
傭
船
者
に
よ
っ
て
安
全
性
が
担
保
さ
れ
指
定
さ
れ
た
港
が
安
全
で
な
か
っ
た
場
合
、
傭
船
者
は
船
舶
提
供
者
に
対
し
て
い

(
5
)
 

か
な
る
責
を
負
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
6
)
 

契
約
締
結
後
に
港
が
指
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
れ
、
指
定
権
者
は
責
を
負
わ
な
い
、

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

(

7

)

 

と
い
う
の
は
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
ろ
う
が
、

「
傭
船
契
約

が
船
舶
の
行
く
べ
き
場
所
を
指
定
し
て
い
る
場
合
、
…
…
船
舶
に
対
す
る
不
当
な
指
示
の
余
地
は
な
く
、
そ
し
て
、
契
約
違
反
に
基
づ
く

(
8
)
 

傭
船
者
の
責
任
の
基
礎
は
、
そ
の
結
果
、
消
滅
す
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
不
合
理
に
も
思
わ
れ
な
い
。

(
9
)
 

事
実
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
地
裁
一
九
六
六
年
四
月
六
日
判
決
は
、
契
約
上
、
提
供
港
が
明
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
安
全
性
に
つ
い
て
明
示
的
担

保
が
あ
っ
て
も
、
傭
船
者
の
あ
ら
ゆ
る
責
任
は
排
除
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
控
訴
院
一
九
七
三
年
五
月
一

(10) 

八
日
判
決
は
、
傭
船
者
に
よ
る
安
全
性
の
担
保
は
過
失
の
認
定
を
度
外
視
し
た
技
術
的
な
意
味
の
も
の
、
と
し
て
い
る
。

安
全
性
の
絶
対
的
担
保
は
、
傭
船
者
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
し
う
る
。
船
舶
所
有
者
は
、
船
舶
に
関
す
る

危
険
を
船
舶
保
険
で
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
傭
船
者
は
、
自
己
の
責
任
に
関
し
て
保
険
の
カ
ヴ
ァ
ー
を
う
け
る
こ
と



が
き
わ
め
て
大
き
い
。

条
は
、
船
積
港
・
陸
揚
港
の
安
全
性
に
つ
い
て
、
船
舶
提
供
者
が
そ
の
港
を
承
認
し
た
か
ぎ
り
、
傭
船
者
の
責
任
を
排
除
す
る
旨
を
明
言

し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、

T
e
x
a
c
o
t
i
m
e
2

第
一
―
一
条
は
、
傭
船
者
が
安
全
港
の
指
定
な
ど
に
つ
い
て
通
常
の
注
意
を
払
っ
た
場
合
、
そ
の

責
を
排
除
す
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
。

Ital
t
e
m
p
o

第
二
条
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
明
示
的
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
傭
船
者

は
、
提
供
場
所
の
指
定
に
つ
い
て
、

た
と
え
過
失
が
な
い
に
せ
よ
、
そ
こ
が
非
安
全
で
あ
れ
ば
、
責
を
免
れ
な
い
、

(

1

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 4
2
.
 

(

2

)

 

T
r
a
n
s
t
i
m
e
 1
9
4
6

は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
く
そ
の
例
を
求
め
う
る
が
、
底
が
泥
の
三
角
州
の
港
に
お
い
て
船
舶
が
使
用
・
提
供
さ
れ
る
べ
き
場

合
に
適
す
る
も
の
、
と
し
て
知
ら
れ
る
。

(

3

)

日
本
海
運
集
会
所
の
定
期
傭
船
契
約
書
第
一
条
―
-
＿
号
で
は
、
船
船
提
供
者
が
傭
船
開
始
場
所
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
安
全
港
に

関
す
る
規
定
は
な
い
。

(

4

)

安
全
港
に
関
す
る
最
近
の
論
文
と
し
て
は
、

J.
B
o
n
d
 S
m
i
t
h
 Jr. ;
 Ti
m
e
 a
n
d
 v
o
y
a
g
e
 charters: 

S
a
f
e
 
port/safe 
berth, 
T
u
l
a
n
e
 

L
a
w
 R
e
v
i
e
w
 1
9
7
4
-
5
,
 
p. 
8
6
0
.
 

安
全
港
の
概
念
自
体
は
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
も
航
海
傭
船
契
約
に
お
い
て
も
、
変
わ
り
な
い
で
あ
ろ

(

5

)

 

S
a
m
i
r
 M
a
n
k
a
b
a
d
y
;
 T
h
e
 c
o
n
c
e
p
t
 of safe 
port, 5
 
J
o
u
r
n
a
l
 
of 
m
a
r
i
t
i
m
e
 
l
a
w
 a
n
d
 c
o
m
m
e
r
c
e
 1
9
7
3
-
4
,
 
p. 
6
3
3

は
、
｛
女
仝
一

港
の
担
保
と
船
舶
使
用
約
款
の
関
係
を
論
じ
て
い
る
。

(

6

)

 

Plinio 
M
a
n
c
a
;
 S
t
u
d
i
 
di 
diritto 
della 
navigazione, 
vol. 
II, 
M
i
l
a
n
o
 1
9
6
1
,
 
pag. 2
8
0
.
 

(

7

)

 

G
i
o
r
g
i
o
 
Righetti; 
S
u
 alcuni 
p
r
o
b
l
e
m
i
 relativi 
alla 
fase 
iniziale 
e
 a
 quella 
terminale 
del 
trasporto 
di carico, 
R
i
v
 ,
 

ista 
del 
diritto 
della 
n
a
v
i
g
a
z
i
o
n
e
 1
9
6
1
 I
 

`
 
pag. 9
5
 e
 segg. 

(
8
)
 
Tullio ;
 op. cit• 

,
 pag. 

71 (
7
7
)
.
 

(11) 

は
困
難
で
あ
る
（
保
険
料
が
き
わ
め
て
高
く
な
る
）
。

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

ニ―
10

そ
の
よ
う
な
傭
船
者
の
立
場
を
理
解
し
て
、

S
y
n
a
c
o
m
e
x

第
二
条
お
よ
び
第
一
―
―

と
解
さ
れ
る
可
能
性

(
-
―
六
二
）



さ
れ
な
け
れ
ば
、
傭
船
者
は
、
傭
船
し
た
経
済
的
利
益
を
喪
失
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
提
供
時
期
の
開
始
日
が
定
め
ら
れ
れ
ば
、
当
然
に
、

③
]
解
約
期
日

(

1

)

 

Diritto 
marittimo, 1
9
6
6
,
 
pag. 3
3
6
.
 

Diritto 
marittimo, 1
9
7
4
,
 
pag. 5
2
9
.
 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 8
6
.
 

ニ
2
二

2
三

つ
ぎ
に
、
提
供
時
期
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ital
t
e
m
p
o

第
三
条
は
、
提
供

総
て
の
（
お
そ
ら
く
）
定
期
傭
船
契
約
書
は
、
船
舶
の
提
供
時
期
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
約
定
の
場
所
で
船
舶
が
提
供

さ
れ
る
べ
き
日
を
あ
ら
か
じ
め
持
定
し
て
お
く
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
か
ら
（
新
造
船
の
場
合
、
竣
工
の
日
を
知
る
の
は
困
難
を
き
わ
め

し
か
し
、
同
条
も
そ
う
で
あ
る
が
、

ど
の
契
約
書
に
も
、
提
供
時
期
以
前
に
船
舶
が
提
供
さ
れ
た
場
合
の
効
果
に
つ
い
て
、
規
定
し
て

い
な
い
。
も
っ
と
も
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
傭
船
者
は
、
提
供
時
期
以
前
な
ら
、
傭

船
料
支
払
義
務
を
負
わ
な
い
が
、
船
長
に
指
示
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、
船
舶
を
使
用
し
は
じ
め
れ
ば
、
傭
船
料
支
払
義
務

(
1
)
 

を
負
う
。

船
舶
の
提
供
日
を
あ
る
持
定
日
に
限
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
に
し
て
も
、
あ
る
特
定
の
期
間
内
に
船
舶
が
提
供

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
(
-
)

P
a
p
a
g
n
o
:
 0
 p. 
cit., 
pag. 4
7
 e
 segg. 

る
し
、
ま
た
、
航
海
中
の
場
合
、
航
海
終
了
の
日
を
知
る
の
も
難
し
い
）
、

三
(
-
―
六
三
）

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
三
条
の
よ
う
な
規
定
に
な
る
の
で
あ
る
。

引
渡
時
期

「
船
舶
は
、
ー
—
以
後
に
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

時
期
に
つ
い
て
、
簡
略
に
規
定
し
て
い
る
。

い
提
供
時
期
提
供
場
所
が
決
ま
れ
ば
、

(

9

)

 

(
1
0
)
 

(
l
l
)
 

提
供
時
期



先
に
、

わ
な
い
。
」

終
了
日
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

l
t
a
l
t
e
m
p
o

第
四
条
は
、

現
在
、

と
い
っ
た
が
、

有
力
な
立
場
は
、

三

Tullio

に
よ
る
と
、

二つ
‘
 

し
(
1
)
 

明
示
的
解
約
条
項
説

「
船
舶
が
|
|
ま
で
に
引
き
渡
さ
れ
な
い
場
合
、
傭
船
者
は
、
準
備
完
了
通
知
の
受
領
後
連
続
二
四
時
間
以
内
に
書
面
を
も
っ

解
約
期
限
経
過
後
、
運
航
者
が
、
船
舶
の
現
在
の
動
静
お
よ
び
到
着
予
想
日
を
明
ら
か
に
し
て
、
要
請
す
れ
ば
、
傭
船
者
は
、
そ
の
要

請
の
受
領
後
四
八
時
間
以
内
に
、
契
約
か
ら
退
く
か
否
か
を
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

運
航
者
は
、
船
舶
の
引
渡
港
へ
の
到
着
の
遅
滞
が
そ
の
悪
意
ま
た
は
重
大
な
過
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
場
合
、
損
害
償
賠
義
務
を
負

こ
の
解
約
条
項
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、

(
2
)
 

（
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
四
五
六
条
）
と
一
方
的
解
約
権
説
（
イ
タ
リ
ア
民
法
第
一
三
七
一
＿
一
条
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
か
に
よ

っ
て
効
果
を
異
に
す
る
こ
と
が
あ
る
、

否
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
提
供
遅
滞
が
船
舶
提
供
者
の
故
意
・
過
失
に
よ
る
か
否
か
に
よ
る
解
約
権
行
使
の
可

(
3
)
 

ま
ず
、
前
者
の
立
場
に
つ
い
て
、
み
て
み
よ
う
。
必
ず
し
も
学
説
の
支
持
を
う
け
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
が
、
判
例
は
、
明
示

(
4
)
 

的
解
約
条
項
は
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
債
務
不
履
行
を
前
提
に
す
る
、
と
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

ま
で
も
な
く
、
船
舶
提
供
者
の
責
に
帰
し
え
な
い
事
由
に
よ
る
提
供
遅
滞
が
あ
っ
て
も
、
傭
船
者
は
契
約
を
解
除
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
方
的
解
約
権
説
に
立
て
ば
、
効
果
は
異
な
っ
て
く
る
。
イ
タ
リ
ア
民
法
第
ニ
―
＿
七
一
一
一
条
に
よ
る
と
、
遅
滞
の
有
責
性
は
問
題
で
は
な
い
。

す
な
わ
ち
、
船
舶
提
供
者
に
遅
滞
の
責
が
な
い
場
合
に
も
、
傭
船
者
は
解
約
権
を
行
使
し
う
る
。

「
い
ず
れ
の
立
場
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
効
果
を
異
に
す
る
こ
と
が
あ
る
、

て
通
告
す
れ
ば
、
本
契
約
か
ら
退
く
権
限
を
有
す
る
。

解
約

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

と
す
れ
ば
」

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

(
-
―
六
四
）



(

1

)

 

T
u
l
l
i
o
 

(
-
―
六
五
）

つ
ぎ
の
よ
う
に
も
い
っ
て
い
る
。

解
約
条
項
に
は
解
釈
の
相
違
を
生
む
よ
う
な
空
白
は
な
く
、
法
律
（
イ
タ
リ
ア
民
法
）
の
補
充
適
用
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
当
該
問
題
の

(
5
)
 

解
決
は
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
解
約
条
項
の
み
で
は
な
く
当
事
者
の
全
行
動
(
c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
o
c
o
m
p
r
e
s
s
i
v
o
)
 

と
契
約
全
体
を
評
価
す
れ
ば
、
当
事
者
の
共
通
の
意
思
は
遅
滞
の
有
責
性
と
は
無
関
係
に
解
約
権
の
行
使
を
認
め
る
点
に
あ
る
、

一
方
的
解
約
権
説
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
新
説
で
あ
る
か
ら
、
以
下
に
そ
の
主
張
を
聞
く
こ
と
に
す
る
。

゜

と
い
う

「
解
約
権
限
は
、
傭
船
料
市
場
が
下
落
し
た
と
き
解
約
あ
る
い
は
傭
船
料
の
割
引
請
求
を
し
う
る
よ
う
に
、
逆
に
、
市
場
が
上
昇
し
た

と
き
船
舶
を
う
け
い
れ
う
る
よ
う
に
、
傭
船
料
市
場
の
動
向
を
み
な
が
ら
正
確
に
経
済
的
計
算
を
な
す
こ
と
を
傭
船
者
に
認
め
る
た
め
、

傭
船
者
の
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
傭
船
者
に
は
、

り
、
そ
し
て
、
権
限
行
使
の
可
否
に
関
す
る
疑
問
を
残
す
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
論
理
の
外
に
あ
る
。

き
時
点
、
す
な
わ
ち
、
提
供
時
期
経
過
後
に
船
舶
が
到
着
し
、
傭
船
者
は
解
約
権
行
使
を
欲
し
て
い
る
け
れ
ど
も
可
能
か
否
か
が
判
ら
な

い
時
点
に
お
け
る
、
遅
滞
の
有
責
性
の
認
定
の
難
し
さ
を
過
少
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え
、
遅
滞
の
原
因
が
容
易
に
判

(
6
)
 

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

の
考
え
は
、

「
契
約
書
は
英
米
に
由
来
す
る
、

効
果
を
異
な
ら
せ
る
よ
う
欲
せ
ら
れ
る
場
合
、

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

い
か
な
る
場
合
に
も
、
そ
の
権
限
を
行
使
し
う
る
確
実
性
が
必
要
で
あ

解
約
条
項
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
、
何
ら
の
疑
問
・
不
確
か
さ
も
な
い
、

つ
ぎ
に
、
当
該
条
項
が
適
用
さ
れ
る
べ

別
し
う
る
に
し
て
も
、
責
に
帰
し
え
な
い
場
合
、
傭
船
者
が
一
般
原
則
に
戻
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
、

(
7
)
 

英
米
の
判
例
の
立
場
と
一
致
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
彼
は
、

と
い
う
考
察
す
べ
き
別
の
要
素
は
、
債
務
不
履
行
が
有
責
的
か
否
か
に
よ
っ
て
、
契
約
上
、
義
務
の

(
8
)
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

つ
ね
に
、
そ
の
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
、

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
議
論
を

(
9
)
（

10) 

続
け
る
の
は
、
少
な
く
と
も
実
務
的
見
地
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
有
意
義
で
は
な
い
。

G
u
i
d
o
 D
e
 V
i
t
a
;
 N
a
t
u
r
a
 giuridica 
della 
clausola 
de! 
cancello, 
Rivista 
de! 
diritto 
della 
navigazione, 
1
9
5
7
 I
,
 

p
a
g
.
 

i 



(3) 

244. 

(

2

)

 

M
a
n
c
a
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 1
2
1
,
 
A
n
d
r
e
a
 T
o
r
r
e
n
t
e
;
 
L
'
i
m
p
r
e
s
a
 e
 il 
lavoro 
nella 
n
a
v
i
g
a
z
i
o
n
e
 ,
 
I
 

contratti 
di 
utilizzazione 

della 
n
a
v
e
 o
 dell'aeromobile, 
M
i
l
a
n
o
 1
9
6
4
,
 
pag. 108~ 

ど
、
冬
丘
叙
説
。
砧
土
莱
眸
之
十
？
六
一
年
＇
八
月
二
日
判
決
・
一
八
五
六
番
•

R
i
v
、

ista 
de! 
diritto 
della 
navigazione, 1
9
6
2
 
II. 
pag. 2
3
4
.
 

(

3

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 9
4
 (
1
0
1
)
.
 

(

4

)

破
棄
院
一
九
七
五
年
五
月
一
三
日
判
決
・
ニ
三
八

0
番

(Tullio;
0
 p. 
cit., 
loco 
cit.)
。

(

5

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 9
4
 e
 seg. 

(

6

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 9
5
.
 

(

7

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
e
 seg., 
S
m
i
t
h
 v• 

Dart, 〔
1
8
8
4〕

1
4
 Q
・
B
・
D
・
1

゜5
・

(

8

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit., 
pag. 9
6

は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て
、
堪
航
能
力
担
保
義
務
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、

Intertankvoy
7
6

第
六
条

も
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

(

9

)

 

A
d
r
i
a
n
o
 Fiorentino; I
 

contratti 
navali, 2
 ed., 
N
a
p
o
l
i
 1
9
5
9
,
 
pag. 2
5
 (
2
4
)
.
 

(

1

0

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit・, 
loco cit. 
は
、
紐
t
約
条
項
の
法
的
性
質
に
関
す
る
論
述
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
「
当
該
条
項
の
正
確
な
輪
郭
形
成
に
有
益

な
寄
与
を
な
す
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
研
究
の
空
し
さ
を
明
言
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
と
の
べ
て
い
る
。

解
約
権
行
使
期
限

一
三
四

こ
の

解
約
権
行
使
期
限
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m

第
一
四
条
は
、
も
っ
と
も
簡
単
で
そ
し
て
船

舶
提
供
者
に
不
利
な
規
定
と
な
っ
て
い
る
、

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
同
条
に
よ
る
と
、
傭
船
者
に
解
約
権
が
発
生
す
る
日

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
権
利
行
使
の
最
終
期
限
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
（
船
舶
の
準
備
完
了
通
知
あ
る
ま
で
、
解
約
可
能
）
。

よ
う
な
合
意
の
も
と
で
は
、
解
約
期
日
ま
で
船
舶
が
提
供
場
所
へ
到
着
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
あ
る
い
は
す
で
に
そ
の
日
を
徒

過
し
て
い
る
湯
合
で
も
、
原
則
と
し
て
、
船
舶
は
提
供
場
所
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
舶
提
供
者
は
、
傭
船
者
に
対
し
、
解
約
権

(
1
)
 

行
使
・
不
行
使
の
催
告
を
す
る
権
利
を
有
し
な
い
。
た
と
え
、
そ
の
よ
う
な
催
告
が
な
さ
れ
て
も
、
傭
船
者
は
、
回
答
を
拒
否
し
う
る
。

（
一
ー
六
六
）



ltaltempo

第
四
条
第
一
項
は
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
一
四
条
と
基
本
的
に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
こ
れ
で
は
船
舶
提
供
者
の
地

位
が
余
り
に
も
不
安
定
で
あ
る
か
ら
、

l
t
a
l
t
e
m
p
o
第
四
条
第
二
項
は
、
解
約
日
経
過
後
、
も
し
、
船
舶
提
供
者
が
船
舶
の
現
在
の
動
静

お
よ
び
到
着
予
想
日
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
問
え
ば
、
傭
船
者
は
解
約
権
行
使
の
意
思
の
有
無
を
四
八
時
間
以
内
に
回
答
し
な
け
れ
ば

と
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

B
a
l
t
i
m
e
と

I
t
a
l
t
e
m
p
o

ま
で
に
船
舶
の
不
可
能
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
船
舶
提
供
者
は
、
何
時
で
も
（
た
と
え
、
解
約
日
以
前
で
も
）
、

(
2
)
 

日
を
明
告
す
る
こ
と
な
く
、
傭
船
者
に
解
約
権
行
使
の
意
思
の
有
無
を
問
い
う
る
。
解
約
日
以
前
で
あ
っ
て
も
、
解
約
日
ま
で
に
船
舶
の

提
供
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
、
傭
船
者
に
催
告
権
が
生
じ
る
、

以
前
に
船
舶
提
供
者
の
催
告
を
う
け
な
く
と
も
、
解
約
し
う
る
の
で
は
な
い
か
、

す
る
と
、
さ
ら
に
、

船
舶
提
供
者
の
経
済
的
不
安
定
を
解
消
す
る
、

の
規
定
を
比
較
す
れ
ば
、

と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
逆
に
、
同
一
状
況
下
で
、
傭
船
者
は
解
約
日

(
3
)
 

と
い
う
推
論
が
な
り
立
ち
う
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
紛
争
が
生
じ
う
る
。
傭
船
者
は
、
船
舶
の
到
着
が
遅
れ
る
も
の
、

(
-
―
六
七
）

提
供
場
所
へ
の
到
着
予
定

と
思
い
解
約
権
を
行
使
し
た
が
、

(
4
)
 

そ
の
判
断
が
誤
っ
て
お
り
、
船
舶
は
提
供
期
日
に
間
に
合
っ
た
。
船
舶
提
供
者
は
、
傭
船
者
に
対
し
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
、
と
い
っ
た

よ
う
な
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

は
、
船
舶
提
供
者
に
解
約
日
以
前
の
催
告
権
の
行
使
を
認
め
て
い
な
い
（
逆
に
い
う
と
、
傭
船
者
は
解
約
日
以
前

(
5
)
 

と
考
え
ら
れ
る
。

の
解
約
権
行
使
を
な
し
え
な
い
）
の
で
、
上
記
の
よ
う
な
紛
争
の
お
そ
れ
は
な
い
、

(

1

)

 

M
o
e
l
 T
r
y
v
a
n
 v. 
W
e
i
r
 (
1
9
1
0
)
 
2
 

K. 
B. 8
4
4
.
 

(

2

)

 

Baltime
第
二
二
条
の
文
言
の
み
か
ら
す
る
と
、
本
文
で
の
べ
た
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
船
舶
提
供
者
が
催
告
を
す
る
場
合
、
船
船
の
動

静
お
よ
び
到
着
予
定
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

B
a
l
t
i
m
e
第
二
二
条
な
ど
と
同
一
で
あ
る
。

な
ら
な
い
、

こ
の
規
定
は
、

一
三
五

後
者
の
詳
細
な
立
方
の
仕
方
が
明
ら
か
に
な
る
。
前
者
は
、
解
約
日

と
い
う
甚
本
的
姿
勢
に
お
い
て
は
、



契
約
書
で
は
、
運
送
契
品
の
表
示
は
、
お
お
む
ね
、

通
常
使
用
さ
れ
る
用
語
は
、

き
わ
め
て
あ
い
ま
い
な

運
送
品

(

1

)

 

(4) (

3

)

 

Tullio, 
0
 p. 
cit., 
pag. 9
8

は
、
本
文
に
あ
げ
た
逆
の
推
論
は

P
r
o
d
u
c
e
,
 
F
o
r
m
第
一
四
条
の
よ
う
な
単
純
な
条
項
の
も
と
で
な
り
立
つ

可
能
性
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
船
舶
提
供
者
の
解
約
日
以
前
の
催
告
権
を
認
め
る
規
定
の
も
と
で
は
、
そ
の
推
論
は
な
り
立
ち
う
る
も
の
、
と

思
わ
れ
る
。

(
4
)
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
地
裁
一
九
四
九
年
―
二
月
二
三
日
判
決
•
Diritto 
marittimo, 
195 0
 ,
 pag. 2

9
6
.
 

(

5

)

船
舶
提
供
者
の
催
告
権
発
生
を
解
約
日
の
経
過
に
か
か
ら
せ
る
例
"
F
o
n
a
s
b
a
t
i
m
e
第
八
条
。

提
供
遅
滞
責
任

船
舶
提
供
者
の
遅
滞
に
よ
り
傭
船
者
が
こ
う
む
っ
た
損
害
に
つ
い
て
、
船
舶
提
供
者
は
い
か
な
る
責
を
負
う
か
、

と
い
う
問
題
が
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m

に
は
み
あ
た
ら
な
い
が
、
多
く
の
定
期
傭
船
契
約
書
は
、
船
舶
提
供
者
の
免
責

(
1
)
 

条
項
を
設
け
て
る
。

B
a
l
t
i
m
e
第
二
＿
一
条
は
原
則
的
免
責
を
、

S
u
p
p
l
y
t
i
m
e

第
二
条
C

は
全
面
的
免
責
を
認
め
て
い
る
、
と
い
い
う
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
笛
R

四
条
三
項
は
、
悪
意
・
重
過
失
に
よ
る
遅
滞
で
な
け
れ
ば
傭
船
者
に
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
な
い
。

航
海
傭
船
契
約
書
の
な
か
に
は
、
傭
船
者
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
正
面
か
ら
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

Intertankvoy
7
6

第
六
条
。

ニ
2
三

航
海
の
実
行

二

t-
――2
-

傭
船
契
約
書
中
の
運
送
契
品
の
表
示
は
、
船
舶
提
供
者
お
よ
び
傭
船
者
の
双
方
の
義
務
に
関
連
す
る
。
す
な
わ
ち
、
船
舶
提
供
者
は
、

表
示
さ
れ
た
運
送
品
の
運
送
に
適
す
る
船
舶
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
傭
船
者
は
、
表
示
さ
れ
た
運
送
品
を
用
意
し
な

(
1
)
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
 

オ
イ
ル
ク
ン
カ
ー
の
傭
船
契
約
書
に
お
い
て
は
、
運
送
品
の
種
類
が
詳
細
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
乾
燥
貨
物
用
船
舶
の
傭
船

概
括
的
で
あ
る
。

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

一
三
六

(
-
―
六
八
）

「

l
a
w
f
u
l



こ、
•9 

航
路
お
よ
び
走
行
距
離

な
港
お
よ
び
接
岸
場
所
の
あ
い
だ
で
、
適
法
な
貨
物
の
運
送
の
た
め
の
適
法
な
航
路
に
、
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

I
t
a
l
t
e
m
p
o
 
の
監
修
者
で
あ
る

C
a
m
e
r
a
di 
C
o
m
m
e
r
c
i
o
 di 
G
e
n
o
v
a
 

条
項
は
、
船
舶
が
航
海
•
寄
港
先
の
国
家
・
港
で
取
引
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
物
品
を
除
き
あ
ら
ゆ
る
物
品
を
運
送
す
る
義
務
を
負
う
こ
と

(
5
)
 

を
規
定
し
て
い
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、
船
舶
提
供
者
は
、
現
実
に
は
、
適
法
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
物
品
の
運
送
を
引
き
受
け
る
、

(
6
)
 

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
有
毒
物
、
引
火
性
・
爆
発
性
の
危
険
品
な
ど
を
運
送
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
例
が
多
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
以
下
の
範
疇
の
貨
物
ー
は
、
運
送
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

傭
船
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
違
背
か
ら
生
じ
る
総
て
の
滅
失
、
損
害
ま
た
は
責
任
に
つ
い
て
、
運
航
者
に
補
償
を

「
危
険
物
」

の
概
念
を
広
く
設
定
し
て
い
る
。

(
-
―
六
九
）

「
危
険
性
、
有
害
性
、
可
燃
性
ま
た
は
腐
食
性
の
あ

引
火
性
な
ど
に
類
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
は
危
険
と
認
定
さ
れ
る

わ
が
国
の
定
期
傭
船
契
約
書
第
二
二
条
は
、

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

囲
に
お
い
て
、
承
諾
さ
れ
る
。

危
険
品
・
除
外
品

「
船
舶
は
、
下
記
の
区
域
|
|
内
に
お
い
て
、
船
舶
が
安
全
に
常
時
浮
揚
し
て
碇
泊
し
う
る
良
好
か
つ
安
全

「
危
険
品
の
運
送
は
、
現
行
法
の
規
定
に
し
た
が
い
船
舶
が
備
え
て
い
る
書
類
に
よ
り
予
見
さ
れ
る
適
格
性
の
範

「
引
火
性
、
発
火
性
、
爆
発
性
、
有
毒
性
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
危
険
物
」
と
い
う
よ
う

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

す
な
わ
ち
、

（
引
火
性
な
ど
は
危
険
性
の
充
分
条
件
）
。
と
こ
ろ
が
、

A
s
b
a
t
i
m
e
の
前
文
で
は
、

一
三
七

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
六
条
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

に
よ
る
と
、
傭
船
契
約
書
に
挿
入
さ
れ
た
「
適
法
な
貨
物
」

l
t
a
l
t
e
m
p
o

第
五
条
も
こ
の
例
に
も
れ
な
い
。

(
3
)
 

m
e
r
c
h
a
n
d
i
s
e」

(
4
)
 

あ
る
い
は
「
lawful
g
e
n
e
r
a
l
 
c
a
r
g
o
」

で
あ
る
。



る
一
切
の
物
品
」
が
運
送
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
規
定
の
仕
方
の
み
か
ら
す
れ
ば
、
危
険
性
は
、
必
ず
し
も
、
有
害
性
な
ど
と
同
一
性

(
7
)
 

質
の
も
の
で
は
な
い
（
危
険
性
が
有
毒
性
と
並
列
さ
れ
て
い
る
）
。

Ital t
e
m
p
o

第
六
条
一
項
は
、
有
毒
性
な
ど
他
の
契
約
書
式
で
は
危
険
性
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
性
質
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
な

「
危
険
品
」
を
運
送
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
危
険
性
の
例
示
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
運
送
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
つ

い
て
も
抽
象
的
に
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
表
現
の
仕
方
は
異
な
る
が
、
わ
が
国
の
約
款
と
同
じ
く
、
引
火
性
、
有
毒

性
な
ど
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
危
険
物
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

同
条
二
項
で
は
、
運
送
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
物
品
を
具
体
的
に
表
示
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

る
べ
き
物
品
に
つ
い
て
、

1

一
項
に
お
い
て
除
外
が
な
さ
れ
う
る
し
、

き
、
船
舶
提
供
者
に
お
い
て
、
運
送
を
欲
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
本
項
が
有
効
に
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

Tulli 0
"

0

 p. 
cit., 
pag. 1
0
7
.
 

(
2
)
 
B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
 2

第
八
条
二
項
、

Shelltime
3

第
二
条
a
、
T
e
x
a
c
o
t
i
m
e
2

第
二
条
a
0

(

3

)

乾
燥
貨
物
用
船
舶
の
傭
船
契
約
書
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
。

(

4

)

こ
の
表
現
は
、

B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
2

第
八
条
三
項
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
オ
イ
ル
タ
ン
カ
ー
で
も
乾
燥
貨
物
を
運
送
す
る
。

(
5
)
 
P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 4
9
(
7
)
・
 

(

6

)

萩
原
・
前
掲
一
九

l

頁
以
下
は
、
危
険
品
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
判
例
を
手
際
よ
く
紹
介
し
て
い
る
。

(

7

)

本
文
で
も
の
べ
た
と
お
り
、
あ
く
ま
で
も
、
危
険
物
に
関
す
る
規
定
の
表
現
方
法
の
ち
が
い
を
指
摘
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
約
款
と

A
s
b
a
t
i
m
e

な
ど
で
「
危
険
物
」
の
認
定
が
異
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
表
現
の
ち
が
い
が
解
釈
の
ち
が
い
を
生
む
可
能
性
を
帯
び
る

こ
と
を
否
定
し
え
な
い
。

―-t-
――t
ニ

、
こ
ご
、

V
ナ

‘
f

運
送
品
用
の
ス
ペ
ー
ス

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

(
-
―
七

0
)

一
項
で
そ
の
運
送
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
当
事
者
に
争
い
が
あ
る
と

一
項
で
そ
の
運
送
が
許
容
さ
れ

一
三
八



と
同
趣
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。

甲
板
積

つ
い
て
、
詳
細
に
規
定
す
る
立
場
を
採
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
七
条
で

つ
ね
に
自
己
の
危
険
に
お
い
て
、

つ
ぎ
に
、

船
舶
提
供
者
は
、
船
舶
の
載
貨
能
力
お
よ
び
航
海
の
安
全
の
許
容
す
る
か
ぎ
り
、
甲
板
上
お
よ
び
甲
板
下
を
含
め
て
運
送
品
の
た
め
に

周
知
の
と
お
り
、
運
送
品
用
の
ス
ペ
ー
ス
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
八
条
は
簡
単
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

方、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
七
条
は
詳
細
な
規
定
で
あ
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

は
、
運
送
品
用
（
正
し
く
は
、
お
よ
び
旅
客
用
）
の
ス
ペ
ー
ス
に

運
送
品
用
の
ス
ペ
ー
ス

「
船
舶
の
運
送
品
お
よ
び
旅
客
用
の
総
て
の
場
所
は
、
そ
の
載
貨
能
力
お
よ
び
航
海
の
安
全
が
許
す
か
ぎ
り
、

傭
船
者
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
る
。
」

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
だ
け
で
は
、
旅
客
用
の
ス
ペ
ー
ス
に
言
及
し
て
い
る
が
、
提
供
さ
れ
な
い
ス
ペ
ー
ス
を
列
挙
し
て
い
る

B
a
l
t
i
m
e
第
八
条
よ
り
む
し
ろ
簡
略
な
規
定
、

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、

Italtempo
第
一
八
条
は
、

「
傭
船
者
は
、
船
長
の
判
断
に
よ
り
、
自
己
の
危
険
で
、
甲
板
上
に
、
規
則
を
遵
守
し
て
、
船
舶
の
安
定
性
、
安
全
性
お
よ

び
操
縦
性
に
危
険
を
及
ぼ
さ
な
い
で
、
積
み
と
り
う
る
か
ぎ
り
の
運
送
品
を
船
積
す
る
権
限
を
有
す
る
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
第
一
七
条
を
補
足
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
三
五
条
は
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
一

0
条

定
員
外
の
人
員

「
傭
船
者
は
、
自
己
の
危
険
に
お
い
て
、
運
航
者
に
一
日
あ
た
り
1

リ
ラ
を
支
払
い
、
船
長
の
食
事
・
部
屋
と
類

似
の
待
遇
で
、
上
乗
人
と
し
て
一
人
の
受
任
者
を
乗
り
込
ま
せ
る
権
限
を
有
す
る
。
傭
船
者
は
、
ま
た
、

運
航
者
に
一
日
一
人
あ
た
り
ー
|
リ
ラ
を
支
払
い
、
同
等
の
船
内
人
員
の
食
事
・
部
屋
と
同
等
の
待
遇
で
、
下
級
の
補
助
人
員
を
乗
り
込

ま
せ
る
権
限
を
有
す
る
。

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

提
供
し
う
る
ス
ペ
ー
ス
の
全
部
を
、
傭
船
者
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
三
九

（
一
―
七
一
）



で
も
合
意
さ
れ
て
い
れ
ば
）
。

就
航
区
域

(

1

)

 

の
規
定
の
詳
細
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。

旅
客

部
屋
の
可
能
性
お
よ
び
現
行
法
の
許
す
か
ぎ
り
で
配
乗
さ
れ
る
そ
れ
ら
の
定
員
外
の
人
員
に
関
し
て
、
費
用
、
給
料
、
保
険
、
法
律
上

の
拠
出
金
な
ど
一
切
を
含
め
て
、
傭
船
者
の
負
担
と
す
る
。
」

本
条
を
一
覧
し
た
だ
け
で
、
そ
の
詳
細
さ
を
理
解
し
う
る
。

cf: P
a
p
a
g
n
o
;
 op. 
cit., 
pag. 6
7
.
 

一
項
の
第
一
文
で
は
、
上
乗
人
に
い
わ
ゆ
る
サ
ロ
ン
待
遇
を
与
え
る
こ
と

つ
い
で
、
第
二
文
で
は
、
下
級
補
助
人
員
が
配
乗
さ
れ
う
る
こ
と
ま
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

P
r
o
d
u
c
e
,
 

F
o
r
m

第
一

0
条
と
は
異
な
り
、
上
乗
人
の
権
限
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。

つ
ぎ
に
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
三
六
条
は
、
旅
客
運
送
契
約
が
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

(
-
―
七
二
）

「
傭
船
者
は
、
運
航
者
に
一
日
一
人
あ
た
り
ー
~
リ
ラ
を
支
払
い
、1

待
遇
で
客
室
客
を
乗
り
込
ま
せ
る
権
限
を
有
す
る
。

船
橋
客
が
乗
船
す
る
場
合
、
船
舶
は
、
飲
料
水
の
み
を
供
給
す
る
義
務
を
負
う
。

旅
客
運
送
に
関
す
る
保
険
お
よ
び
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
費
用
は
、
傭
船
者
の
配
慮
と
負
担
と
す
る
。
保
険
は
、
保
険
者
に
よ
る
運
航
者

に
対
す
る
総
て
の
補
償
請
求
の
放
棄
を
明
示
的
条
件
と
し
て
、
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
1
)
 

旅
客
用
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
、

B
a
l
t
i
m
e

に
は
規
定
が
な
く
、
ま
た
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m

第
七
条
の
規
定
も
そ
れ
ほ
ど
詳
細
て
は
な
い
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
 B

a
l
t
i
m
e
に
基
つ
く
傭
船
者
が
旅
客
運
送
契
約
を
な
す
場
合
、
第
八
条
に
修
正
・
付
加
が
な
さ
れ
る
。

――2
三

t
三

定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
も
、
航
海
傭
船
契
約
の
場
合
と
同
様
、
航
海
が
あ
ら
か
じ
め
契
約
締
結
の
と
き
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

う
る
。
こ
の
場
合
、
船
舶
の
使
用
に
関
す
る
地
理
的
制
限
（
就
航
区
域
）
の
問
題
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
（
寄
港
地
が
黙
示
的
に

が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

一
四
〇



「
傭
船
者
は
、
船
舶
に
伝
染
病
感
染
港
へ
向
か
う
よ
う
指
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

偶
然
的
な
検
疫
は
、
傭
船
料
支
払
中
断
原
因
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
運
航
者
が
船
舶
を
隔
離
し
ま
た
は
公
的
に
伝
染
病
感
染
が
宣
告
さ

れ
た
港
に
留
め
る
た
め
に
要
す
る
総
て
の
超
過
費
用
は
、
乗
組
員
に
関
す
る
も
の
を
含
め
て
、
傭
船
者
の
負
担
と
す
る
。
」

第
二
七
条

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

第
二
六
条

結
氷
に
よ
る
除
外
港

及
ぶ
場
合
に
は
寄
港
が
制
限
さ
れ
る
例
を
あ
げ
て
い
る
。

一
四

――

t-―
-t
一
で
み
た

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
五
条
に
あ
る
よ
う

し
か
し
、
船
舶
の
な
す
べ
き
航
海
が
契
約
期
間
中
に
傭
船
者
に
よ
っ
て
具
体
的
に
指
示
さ
れ
る
（
こ
れ
は
、
傭
船
者
に
と
っ
て
は
、
定

期
傭
船
契
約
を
締
結
す
る
動
機
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
）
場
合
、
当
事
者
は
、
傭
船
者
が
航
海
の
指
示
を
な
し
う
る
範
囲
を
特
定
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
般
論
と
し
て
は
、
船
舶
は
二

2
-
―
2-
―
で
み
た
安
全
港
間
で
就
航
さ
れ
る
、

も
船
舶
が
行
く
こ
と
が
な
い
区
域
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

な
就
航
区
域
の
制
限
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

と
い
う
制
限
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
安
全
港
で
あ
っ
て

(
1
)
 

定
期
傭
船
契
約
に
お
け
る
就
航
区
域
の
制
限
は
、
基
本
的
に
は
、
三
つ
の
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
船
舶
保
険
が
特
定
の
危
険
区

域
（
事
故
多
発
区
域
）
の
保
険
の
引
受
を
除
外
し
た
り
、
高
額
の
割
増
保
険
料
を
要
求
す
る
場
合
、

つ
ぎ
に
、
政
治
的
に
危
険
な
（
た
と

え
ば
、
内
乱
・
戦
争
状
態
に
あ
る
）
区
域
を
除
外
し
た
い
場
合
、
そ
し
て
、
第
二
の
場
合
と
関
連
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
特
定
（
国
）
の

港
へ
寄
港
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
国
の
プ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
載
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
以
後
、
そ
の
国
の
港
へ
の
寄
港
が
認
め
ら
れ
な
く

(
2
)
 

な
る
場
合
で
あ
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

は
、
第
五
条
で
一
般
的
な
就
航
区
域
の
制
限
を
設
け
る
ほ
か
、
さ
ら
に
、
就
航
可
能
区
域
内
で
あ
っ
て
も
船
舶
に
危
険
が

伝
染
病
感
染
港
へ
の
寄
港
・
検
疫

「
傭
船
者
は
、
船
舶
に
氷
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ
た
港
ま
た
は
区
域
に
向
か
う
よ
う
指
示
す
る
こ
と

(
-
―
七
―
―
-
）



(
-
―
七
四
）

は
で
き
な
い
。
も
し
、
氷
が
原
因
で
、
船
長
に
お
い
て
、
船
舶
が
氷
に
よ
り
凍
結
さ
れ
ま
た
は
損
傷
を
う
け
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
船
積
地

ま
た
は
陸
揚
地
に
向
か
い
ま
た
は
留
ま
る
こ
と
が
危
険
と
判
断
し
た
場
合
、
船
長
は
、
結
氷
し
て
い
な
い
適
当
な
場
所
へ
転
進
し
そ
こ
で

傭
船
者
の
新
た
な
指
示
を
待
つ
権
限
を
有
す
る
。

偶
然
的
な
後
発
的
碇
泊
は
、
凍
結
に
よ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
傭
船
者
の
負
担
と
し
、
偶
然
的
な
砕
氷
費
用
も
ま
た
同
じ
。
」

Ital t
e
m
p
o

第
二
七
条
に
類
似
の
規
定
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
一
五
条
第
一
項
b
や

L
i
n
e
r
t
i
m
e
第
一
七
条
一
項
b
な
ど
、

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m

第
二
五
条
も
、
基
本
的
に
は
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
、

c
e
 ,
 
F
o
r
m
 

と
い
い
う
る
。

多
く
の
例
を

l
t
a
l
t
e
m
p
o

第
二
六
条
に
類
似
の
規
定
と
し
て
は
、

B
a
l
t
i
m
e
第
一
五
条
一
項
a
、
二
項
や

L
i
n
e
r
t
i
m
e
第
一
七
条
一
項
a
、

を
あ
げ
う
る
が
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m

に
は
、
伝
染
病
感
染
港
へ
の
進
航
を
指
示
し
え
な
い
旨
の
明
示
的
規
定
は
な
い
。
し
か
し
、

P
r
o
d
u,
 

の
も
と
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
港
へ
の
進
航
を
指
示
さ
れ
た
場
合
、
検
疫
を
う
け
る
お
そ
れ
が
正
当
で
あ
れ
ば
、

は
、
傭
船
者
の
指
示
を
拒
否
し
う
る
こ
と
が
黙
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
pag. 5
0
.
 

姦
盆
犀
•
前
掲
一
七
八
頁
以
下
に
よ
る
と
、
就
航
区
域
が
設
け
ら
れ
る
理
由
は
定
期
傭
船
契
約
と
船
舶
賃
貸

借
契
約
と
で
趣
が
異
な
る
、
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
趣
の
差
異
に
つ
い
て
立
ち
入
ら
な
い
で
お
く
。

(

2

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. 
cit., 
loco 
cit. 
e
 seg. 
に
よ
る
と
、
契
約
上
合
意
さ
れ
た
就
航
区
域
を
こ
え
て
船
船
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
、

き
わ
め
て
ま
れ
の
よ
う
で
あ
る
。
船
長
は
、
契
約
条
項
に
通
じ
て
お
り
、
区
域
外
へ
の
進
航
を
指
示
さ
れ
た
場
合
、
通
常
、
そ
の
指
示
を
拒
否
す

る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
区
域
外
へ
の
進
航
に
よ
り
船
舶
提
供
者
に
損
害
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
が
物
理
的
な
も
の
（
船
舶
の
減
失
・
毀
損
）
で
あ

れ
経
済
的
な
も
の
で
あ
れ
、
総
て
、
傭
船
者
に
お
い
て
損
害
賠
償
す
る
責
に
任
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)

萩
原
・
前
掲
―
―
二
頁
。

二
：
三

2
四

傭
船
者
の
航
海
の
指
示
と
船
長
・
乗
組
員
の
協
力

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

一四

船
長

二
項



定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
そ
の
契
約
目
的
・
動
機
は
、
傭
船
者
が
約
定
の
就
航
区
域
内
で
は
、
原
則
と
し
て
は
自
由
に
（
非
安
全

港
な
ど
除
外
港
も
あ
る
）
、

航
海
の
指
示

よ
び
傭
船
者
の
指
示
す
る
そ
の
他
の
書
式
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

て
い
る
が
、

と
り
わ
け
、
船
長
・
乗
組
員
の
な
す
べ
き
作
業
に
つ
い
て
は
、

船
長
の
義
務

船
積
港
、
寄
港
先
お
よ
び
陸
揚
港
を
指
定
し
う
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

ど
の
定
期
傭
船
契
約
書
に

も
、
傭
船
者
が
航
海
の
指
示
を
行
う
権
限
を
有
す
る
旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

B
a
l
t
i
m
e
第
一

0
条
は
、
比
較
的
簡
単
に
規
定
し
て

い
る
が
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
一
一
条
は
、
そ
れ
よ
り
詳
し
く
規
定
し
て
い
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o
第
二
二
条
は
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
一
―

「
傭
船
者
は
、
船
長
に
対
し
、
航
海
に
必
要
な
指
図
と
指
示
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
長
お
よ
び
機
関
士
は
、

各
航
海
日
誌
の
正
規
か
つ
定
時
的
な
保
有
に
つ
と
め
、
そ
し
て
、
何
時
で
も
、
傭
船
者
ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
要
求
に
応
じ
必
要
な
抄
本

を
提
供
し
て
、
そ
の
日
誌
を
彼
ら
の
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
船
長
お
よ
び
機
関
士
は
、
ま
た
、
定
時
的
に
、
航
海
報
告
書
お

こ
の
規
定
に
は
、
傭
船
者
の
な
す
べ
き
指
図
・
指
示
と
船
長
（
お
よ
び
、
機
関
士
）
の
な
す
べ
き
作
業
（
義
務
）
に
つ
い
て
定
め
ら
れ

ど
の
定
期
傭
船
契
約
書
に
も
、
さ
ら
に
詳
し
く
規
定
が
な
さ

ま
ず
、
傭
船
者
が
航
海
を
指
示
す
れ
ば
、
船
長
は
そ
れ
を
迅
速
に
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

Italtempo
第

「
船
長
は
、
し
か
る
べ
き
迅
速
さ
を
も
っ
て
航
海
を
遂
行
し
、
か
つ
、
船
上
の
総
て
の
手
段
お
よ
び
乗
組
員
を
も
っ
て
、

単
に
約
款
の
形
式
上
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

Ital
t
e
m
p
o
第
一
九
条
は
、
船
長
の
義
務
を
独
立
し
て
規
定
し
て
い

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

傭
船
者
に
あ
ら
ゆ
る
慣
習
上
の
助
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

一
九
条
は
、
独
立
し
た
規
定
を
設
け
て
い
る
。

れ
て
い
る
。

条
に
似
た
規
定
で
あ
る
。

一
四
三

(
-
―
七
五
）



ロ
ー
プ
の

る
。
同
条
が

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
第
一
文
や

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
八
条
第
一
文
と
類
似
性
を
有
す
る
こ
と
は
、
瞭
然
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
は
、
第
二
文
で

e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
clause
を
、
第
三
文
で

i
n
d
e
m
n
i
t
y
clause
を
同
時
に
規
定
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
同
条
二
項
は

m
i
s
c
o
n
d
u
c
t
clause
を
設
け
て
い
る
。
船
長
の
義
務
、

e
m
p
o
l
y
m
e
n
t
clause
、
i
n
d
e
m
n
i
t
y
clau ,
 

se
、
m
i
s
c
o
n
d
u
c
tclause~~ 

て
同
一
の
規
定
に
お
さ
め
て
し
ま
う
方
式
は
、

令
権
は
、
そ
の
範
囲
お
よ
び
実
効
性
の
面
に
お
い
て
、
実
質
的
に
は
、
使
用
者
の
そ
れ
に
比
肩
し
う
る
実
体
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

(
1
)
 

が
で
き
る
」
と
い
っ
た
論
理
の
展
開
を
容
易
に
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ltaltempo
第
一
九
条
に
も
ど
ろ
う
。
前
段
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
、
議
論
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
期
間
建
で
傭
船
料
を
支
払
う

し
か
る
べ
き
速
度
で

(
w
i
t
h
the 
u
t
m
o
s
t
 despatch, 
c
o
n
 
la 
d
o
v
u
t
a
 
sollecitu ,
 

(
2
)
 

航
海
を
遂
行
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
後
段
に
み
ら
れ
る
「
慣
習
上
の
助
力
」
の
解
釈
で
あ
る
。
船
舶
提
供
者
は
そ
れ
を
狭
く
解
し
、
傭
船
者
は
逆

に
広
く
解
す
る
こ
と
を
望
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
言
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

L
i
n
e
r
t
i
m
e
の
制
定
に
際
す
る

B
I
M
C
O

(
3
)
 

会
の
制
定
趣
意
書
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
和
文
訳
は
萩
原
博
士
の
著
書
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
イ
ク
リ
ア
に
お
い
て
も
、

そ
の
趣
意
書
に
則
っ
た
（
あ
る
い
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
）
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
通
常
、
乗
組
員
の
慣
習
上
の
助
力
に
は
、
運
航
者
・
船
舶
提
供
者
の
た
め
に
船
舶
が
運
送
作
業
を
実
行
す
る
場
合
に
通
常
要
求
さ
れ

る
総
て
の
給
付
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
故
、
船
長
は
、
傭
船
期
間
中
そ
れ
を
望
む
傭
船
者
に
同
一
の
サ
ー
ビ
ス
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す

る
義
務
を
負
う
。

た
と
え
ば
、
乗
組
員
は
、
船
積
港
へ
の
空
荷
航
海
中
、
必
要
な
ら
ば
、
船
舶
を
船
積
に
適
す
る
よ
う
、
船
鎗
の
掃
除
を
し
、

dine)
、

傭
船
者
の
た
め
（
ま
さ
し
く
、
時
は
金
な
り
）
、

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

の
書
式
審
議

「
定
期
傭
船
者
・
・
・
・
・
の
船
長
に
対
す
る
指
揮
命

一
四
四

(
-
―
七
六
）



一
四
五

準
備
を
す
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
助
力
は
、
船
舶
が
傭
船
契
約
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
場
合
、
傭
船
者
の
た

め
に
も
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
船
積
手
段
の
準
備
、
船
積
・
陸
揚
作
業
の
前
後
・
作
業
中
の
ハ
ッ
チ
の
開
閉
に
つ
い
て
も
同
様
に
い
い

う
る
。
し
か
し
、
港
湾
規
則
あ
る
い
は
港
湾
当
局
の
命
令
に
よ
り
、
地
上
手
段
の
使
用
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
場
合
、
こ
れ
ら
は
、
傭
船
者

機
関
員
も
、
傭
船
期
間
中
、
あ
た
か
も
船
舶
が
運
航
者
の
た
め
に
そ
の
よ
う
な
作
業
を
な
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
船
積
・
陸
揚
作
業

中
、
補
助
機
械
の
良
好
な
作
動
の
た
め
の
助
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
、
船
舶
が
冷
凍
品
を
運
送
し
て
い
れ
ば
、
機

関
員
は
、
検
温
お
よ
び
温
度
記
緑
を
含
め
て
、
運
送
品
お
よ
び
機
械
に
つ
い
て
傭
船
者
が
要
求
す
る
総
て
の
通
常
の
助
力
を
与
え
る
こ
と

に
な
る
。
団
体
労
働
契
約
に
基
づ
き
、
あ
る
作
業
に
つ
い
て
は
、
乗
組
員
に
特
別
手
当
が
支
給
さ
れ
る
べ
き
、
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
よ

う
な
作
業
が
傭
船
者
に
対
し
な
さ
れ
る
べ
き
助
力
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
も
し
、
あ
る
作
業
が
、
通
常
、
乗
組
員
の
職
務
の

そ
れ
ら
の
作
業
は
船
長
が
乗
組
員
と
と
も
に
な
す
べ
き
慣
習
上
の
助
力
に
含
ま
れ
、
そ
し
て
、

(
4
)
 

運
航
者
に
よ
っ
て
別
個
に
支
払
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
疑
い
は
な
い
。
」

さ
ら
に
、
船
長
の
義
務
と
し
て
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
船
長
・
乗
組
員
に
よ
る
時
間
外
勤
務
が
傭
船
者
に
対
し
保
証

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
は
、
傭
船
料
が
船
舶
の
提
供
が
な
さ
れ
て
い
た
全
期
間
に
つ
い
て
そ
し

て
通
常
勤
務
時
間
内
の
乗
組
員
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
計
算
さ
れ
る
関
係
上
、
傭
船
者
は
、
そ
の
指
示
し
た
時
間
外
勤
務
に
関
す
る
費
用

・
報
酬
な
ど
一
切
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ltaltempo
第
三
四
条
は
、

時
間
外
勤
務

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
船
舶
は
、
も
し
要
求
さ
れ
れ
ば
、
夜
間
で
あ
っ
て
も
（
持
っ
て
い
る
照
明
を
使
っ
て
）
、

ま
た
、
日
曜
日
お
よ
び
そ

の
他
の
休
日
に
も
作
業
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
傭
船
者
は
、
時
間
外
勤
務
に
対
す
る
報
酬
お
よ
び
関
連
す
る
社
会
的
負
担
を
含
め
て
、
そ

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

:̂ 
s
h
i
p
'
s
 
w
o
r
k
"
 
と
判
断
さ
れ
る
な
ら
、

が
指
示
し
支
払
を
な
す
。

(
-
―
七
七
）



そ
し
て
、
船
上
に
お
け
る
船
長
・
乗
組
員
の
種
々
の
助
力
活
動
と
の
関
連
で
、
通
常
、
定
期
術
船
契
約
書
に
は
、

乗
組
員
の
交
替

事
実
を
調
査
し
、

な
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

I
t
a
l
t
e
m
p
o

何
ら
、
他
の
定
期
傭
船
契
約
書
に
み
ら
れ
る
不
満
足
約
款
と
変
わ
り
な
い
。

で
い
え
ば
、
第
ニ
一
条
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
不
満
足
約

「
も
し
、
傭
船
者
が
船
長
・
乗
組
員
の
行
動
に
つ
き
不
満
足
と
す
る
理
由
を
有
す
る
場
合
、
運
航
者
は
、
詳
細
な
苦

情
を
受
け
取
れ
ば
、
即
座
の
事
情
調
査
を
な
し
、
そ
し
て
、
も
し
必
要
な
ら
ば
、
そ
の
苦
情
の
原
因
を
な
し
た
乗
組
員
を
速
や
か
に
交
替

い
う
ま
で
も
な
く
、
傭
船
者
に
お
い
て
不
満
足
が
あ
る
場

合
に
も
、
無
条
件
に
、
そ
の
不
満
足
の
原
因
と
な
っ
た
乗
組
員
の
交
替
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
船
舶
提
供
者
に
お
い
て
不
満
足
の

(
5
)
 

「
必
要
な
ら
ば
」
交
替
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

東
京
地
裁
昭
和
四
九
年
六
月
一
七
日
判
決
・
判
例
時
報
七
四
八
号
七
七
頁
。

Ital
t
e
m
p
o
第
一
九
条
、
第
二

0
条
、
第

1

―
一
条
を
総
合
す
れ
ば
、

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
別
個
の
複
数
の
条
項
を
適
用
し
て
一
個
の
結
論
を
導
く
場
合
、
そ
れ
ら
の
条
項
の
関
連
性
を

考
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
し
、
フ
ル
ム
ー
ン
号
事
件
に
お
い
て
、

Italtempo

の
よ
う
な
契
約
書
が
用
い
ら
れ
て
い
た
ら

(
B
a
l
t
i
m
e
が
用
い
ら
れ
て
い
た
）
、
あ
あ
も
簡
単
に
定
期
傭
船
契
約
者
の
指
揮
・
命
令
権
を
使
用
者
の
そ
れ
と
比
肩
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

(

2

)

迅
速
に
航
海
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
船
長
の
義
務
は
、
離
路
の
原
則
的
禁
止
と
な
っ
て
反
映
さ
れ
る
。

Italtempo
第
三

1

一
条
・
旅
程
か
ら
の
離
路
「
船
舶
は
、
異
例
的
な
補
給
の
た
め
旅
程
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
港
に
寄
港
し
、
水
先
人
な
し

で
航
行
し
、
曳
航
を
な
し
ま
た
は
曳
航
さ
れ
、
人
命
ま
た
は
第
三
者
の
も
の
を
含
む
財
産
の
救
援
・
救
助
を
な
す
た
め
予
定
の
航
路
を
離
れ
る
権

限
を
有
す
る
。
」

こ
の
規
定
は
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
一
六
条
二
項
と
類
似
性
を
有
す
る
0

B
a
l
t
i
m
e
に
は
類
似
の
規
定
は
な
い
が
、
必
要
と
あ
ら
ば
、
契
約
締

結
の
と
き
、
付
加
条
項
と
し
て
挿
入
さ
れ
る
。

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」 ）

 

款

(
m
i
s
c
o
n
d
u
c
t
c
l
a
u
s
e
 

れ
に
伴
う
総
て
の
費
用
を
支
払
う
。
」

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

一
四
六

(
-
―
七
八
）



て
い
る
が
、
原
文
に
は
「
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
」

一
四
七

と
し
か
な
い
。
契
約
書
作
成
者
の
意
の
在
る
と
こ
ろ
を
解
し
、

「
本
船
の
」
を
補
い
「
船
舶

定
期
傭
船
契
約
書
に
は
、

通
常
、

(

3

)

萩
原
・
前
掲
二
七
四
頁
以
下
。

(

4

)

 

P
a
p
a
g
n
o
;
 0
 p. cit•• 

pag. 6
9
 e
 seg. 

(

5

)

 

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条

1

一
項
は
、
「
if
n
e
c
e
s
s
a
r
y
 a
n
d
 practicable
」
と
い
い
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
第
九
条
は
、
た
だ
、
「
if
necessary
」

と
し
か
い
っ
て
い
な
い
0

B
a
l
t
i
m
e
が
乗
組
員
の
交
替
に
つ
い
て
、

n
e
c
e
s
s
a
r
y

と

practicable
の
二
つ
の
要
件
を
課
し
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
 ,
 

m

が
n
e
c
e
s
s
a
r
y

の
要
件
の
み
を
課
す
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
れ
だ
け
、

B
a
l
t
i
m
e
の
ほ
う
が
厳
し
い
、
と
考
え
る
ぺ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

practicable

は
、
乗
組
員
交
替
の
当
然
の
要
件
で
あ
り
、
明
示
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
0

necessary

で
あ
っ
て
も

i
m
p
r
a
c
、

ticable

な
ら
交
替
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
な
い
袖
は
振
れ
な
い
）
。

ニ
2
四
2
-

略
で
あ
る
。

船
舶
使
用
条
項

こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
通
常
、

(

2

)

 

に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

――i-
――2
四
で
み
た
よ
う
な
船
長
の
義
務
を
定
め
た
条
項
と
と
も
に
、

(
e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 a
n
d
 i
n
d
e
m
n
i
t
y
 c
l
a
u
s
e
)

が
埠
b

入
さ
れ
る
。

ま
ず
、
船
舶
使
用
条
項
の
典
型
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
第
二
文
で
あ
る
。
そ
の
規
定
の
仕
方
は
、
き
わ
め
て
簡

^
 

T
h
e
 M
a
s
t
e
r
 to 
b
e
 u
n
d
e
r
 t
h
e
 o
r
d
e
r
s
 
o
f
 t
h
e
 C
h
a
r
t
e
r
e
r
s
 
a
s
 r
e
g
a
r
d
s
 e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
,
 a
g
e
n
c
y
,
 
o
r
 o
t
h
e
r
 a
r
r
a
n
g
e
 ,
 

(
1
)
 

m
e
n
t
s
>
 

「
船
長
は
、
本
船
の
使
用
、
代
理
店
業
務
ま
た
は
そ
の
他
の
手
配
に
関
し
て
は
傭
船
者
の
命
令
指
示

と
い
っ
た
よ
う
な
訳
が
与
え
ら
れ
る
。
和
訳
に
は
「
本
船
の
使
用
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
て
ら
れ

イ
ク
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

(
-
―
七
九
）

ニ
2
四
船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
免
責

船
舶
使
用
・
補
償
条
項



使
用
」
約
款
と
名
づ
け
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
だ
、

e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
と
し
か
な
い
と
こ
ろ
で
は
、

(
3
)
 

「
雇
傭
」
約
款
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
う
る
。

そ
し
て
、

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
第
二
文
は
、
船
舶
提
供
者
と
船
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
も
言
及
を
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
規

定
の
も
と
で
は
、
傭
船
者
の
船
長
に
対
す
る
指
揮
・
命
令
権
を
「
一
定
の
簡
囲
で
指
示
命
令
す
る
権
限
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ら
、

範
囲
お
よ
び
実
効
性
の
面
に
お
い
て
、
実
質
的
に
は
、
使
用
者
の
そ
れ
に
比
肩
し
う
る
実
体
」
と
結
論
づ
け
る
こ
と
も
、
少
な
く
と
も
文

こ
れ
に
対
し
、

Ital
t
e
m
p
o
 
の
作
成
者
は
、
少
し
慎
重
で
あ
っ
た
。
第
二

0
条
一
項
が
船
舶
使
用
条
項
で
あ
る
。
第
二

0
条
は
、
も
り

だ
く
さ
ん
の
規
定
で
あ
る
。
二
項
第
一
、
二
文
で
補
償
条
項
を
設
け
、
さ
ら
に
、
第
三
、
四
文
で
は
、
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失

に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
免
責
を
規
定
し
て
い
る
。
補
償
条
項
に
つ
い
て
は
二

2
四
：
二
で
、
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
関
す

る
船
舶
提
供
者
の
免
責
に
つ
い
て
は
二

t
四
？
四
で
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
第
二

0
条
の
訳
文
は
、
全
部
こ
こ
に
あ
げ
て
お
く
。

「
船
長
は
、
運
航
者
に
選
任
さ
れ
従
属
す
る
が
、
船
舶
の
契
約
上
の
使
用
、
運
送
品
、

代
理
店
と
の
交
渉
お
よ
び
そ
の
他
の
類
似
の
手
配
に
関
し
て
は
、
傭
船
者
の
指
示
・
命
令
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

船
荷
証
券
は
、
傭
船
者
の
名
義
で
発
行
・
署
名
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
、

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
傭
船
者
は
、
船
荷

証
券
ま
た
は
そ
の
他
の
船
上
の
書
類
の
発
行
か
ら
生
じ
る
べ
き
あ
ら
ゆ
る
責
任
お
よ
び
結
果
か
ら
、
運
航
者
を
無
縁
に
す
る
。
傭
船
者
は
、

運
送
品
に
関
す
る
船
上
の
書
類
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
不
規
則
か
ら
生
じ
る
べ
き
結
果
か
ら
も
、
運
航
者
を
無
縁
に
す
る
。
そ
れ
故
、
運
航

者
は
、
貨
物
の
数
、
重
量
、
寸
法
、
荷
印
・
番
号
、
梱
包
・
内
容
、
偶
然
的
荷
不
足
・
混
合
お
よ
び
運
送
の
実
行
一
般
に
つ
い
て
、
責
を

負
わ
な
い
。
運
航
者
は
、
積
付
不
良
に
よ
る
積
荷
の
損
害
に
つ
い
て
も
責
を
負
わ
な
い
。
」

船
舶
の
商
事
使
用
に
関
す
る
運
航
者
の
免
責

言
の
解
釈
上
は
、
容
易
で
あ
ろ
う
。

ま、
',, 

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

「
そ
の

「
船
長
使
用
」
約
款
（
あ
る
い

一
四
八

(
-
―
八

0
)



e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 o
f
 
V
e
s
s
e
l
)
」

(
4
)
（

5
)
 

れ
て
い
る
が
、

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
二

0
条
一
項
に
あ
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
れ
ば
、

e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
は
人
（
船
長
）
の
使
用
で
あ
る
、

(
6
)
 

と
す
る
よ
う
な
解
釈
は
生
じ
る
余
地
は
な
く
な
る
。

ヽ

さ
ら
に

難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

同
趣
旨
の
、

b
y
,
 
a
n
d
 i
n
 
t
h
e
 e
m
p
l
o
y
m
e
n
t
 o
f
 
O
w
n
e
r
,
 

う
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
れ
ば
、
傭
船
者
の
船
長
に
対
す
る
指
示
・
命
令
権
は
船
舶
提
供
者
の
そ
れ
に
比
肩
し
う
る
、

）
こ
で
は
、

さ
ら
に
、

一
四
九

b
b
e
n
e
 n
o
m
i
n
a
t
o
 e
 d
i
p
e
n
d
e
n
t
e
 d
a
l
l
'
A
r
m
a
t
o
r
e
)
」

「
船
長
は
、
運
航
者
に
選
任
さ
れ
従
属
す
る
が

(II
C
o
m
a
n
d
a
n
t
e
,
 
s
e
 ,
 

a
n
d
 s
u
b
j
e
c
t
 
to 
O
w
n
e
r
'
s
 d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
a
n
d
 control, 

…」

イ
ギ
リ
ス
判
例
上
、

「
船
舶
の
使
用

other 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
s
の
表
示
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
、

(

1

)

 

P
r
o
d
u
c
e
 ,
 
F
o
r
m
第
八
条
第
二
文
に
は
、

じ

(Tullio;
0
 p. 
cit., 
p
a
g
・
1
3
8
)
。

(

2

)

た
と
え
ば
、
窪
田
宏
「
定
期
傭
船
契
約
法
序
説
」
昭
和
四
三
年
・
八
三
頁
、
萩
原
・
前
掲
二
七
二
頁
。

(

3

)

西
島
弥
太
郎
「
海
商
法
」
昭
和
三
二
年
・
―
―
―
頁
。

(
4
)
 
L
a
r
r
i
n
a
g
a
 S
.
 
S
.
 
Co. 
v. 
T
h
e
 K
i
n
g
 (1945〕

A. 
C. 
246, 
7
7
 
LL L. 
R. 
102, 
7
8
 
LL L. 
R. 
167. 
~
 原
・
前
即
掲
二
七
八
頁
以
下
に
、

本
件
の
紹
介
が
あ
る
。

(

5

)

「
船
舶
の
使
用
」
が
「
航
海

(
n
a
v
i
g
a
z
i
o
n
e
`
 
navigation)
」
に
は
及
ば
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

(
6
)

イ
タ
リ
ア
で
最
近
よ
く
な
さ
れ
る
分
析

(
R
o
m
a
n
e
l
l
i
;
0
 p. 
cit., 
pag. 
148, 
Tullio ;
 
0
 p. 
cit., 
pag. 
139)
に
よ
る
と
、
船
舶
使
用
条
項

に
基
づ
き
船
長
が
な
す
べ
き
行
為
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
、
と
い
う
。
船
舶
の
契
約
上
の
使
用
（
商
事
使
用
）
に
関
す
る
行
為
と
船

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

と
明
言
し
て
い
る
。

e
m
p
l
o
y
m
e
n
t

は、

(
-
―
八
一
）

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
第
二
文
と
同

船
舶
の
使
用
を
意
味
す
る
旨
が
確
認
さ

I
t
a
l
t
e
m
p
o
 
:!llR
―-
0条
一
項
、

M
o
b
i
l
 t
i
m
e
第
一

0
条
b
は、

(
i
m
p
i
e
g
o
 
c
o
n
t
r
a
t
t
u
a
l
e
 
d
e
l
l
a
 
n
a
v
e
,
 

お
そ
ら
く
、

と
い
う
解
釈
は
困

j

の
よ

慎
重
な
規
定
は
、

M
o
b
i
l
t
i
m
e

第
一

0
条

b
に
み
ら
れ
る
。

い
わ
く
、

「

M
a
s
t
e
r
,

a
l
t
h
o
u
g
h
 a
p
p
o
i
n
t
e
d
 

と
あ
る
よ
う
に
、

船
舶
提
供
者
と
船
長
の
従
属
関
係
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

一
項
に
つ
い
て
、
若
干
の
分
析
を
試
み
よ
う
。



責
任
に
つ
い
て
の
補
償
を
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

P
r
o
d
u
c
e
 ,
 
F
o
r
m
や

F
o
n
a
s
b
a
t
i
m
e

補
償
条
項

B
e
e
p
e
e
t
i
m
e
 
2

第一―

-0条
第
三
文
な
ど
に
み
ら
れ
る
補
償

荷
証
券
の
発
行
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
傭
船
者
の
排
他
的
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。

ニ
2
四：ニ

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
通
常
、
船
舶
使
用
条
項
に
は
、

る
。
た
と
え
、

P
r
o
d
u
c
e,
 
F
o
r
m
に
お
け
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
明
示
的
規
定
と
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
イ
ギ
リ
ス
コ
モ
ン
ロ
ー
上
で
は
、

(

1

)

 

黙
示
的
条
項

(
i
m
p
l
i
e
d
t
e
r
m
)
と
し
て
傭
船
契
約
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
、
と
認
め
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
イ
ク
リ
ア
法
上

(
2
)
 

は
、
航
行
法
第
三
九
三
条
二
項
に
よ
り
、
船
舶
提
供
者
は
補
償
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
3
)
 

明
示
的
補
償
条
項
の
代
表
例
と
し
て
、

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
第
三
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
項
を
一
覧
す
れ
ば
、
船
舶
使

用
条
項
に
基
づ
き
傭
船
者
に
よ
り
発
せ
ら
れ
た
指
示
を
実
行
す
る
う
え
で
生
じ
る
あ
ら
ゆ
る
責
任
に
つ
い
て
（
船
長
が
船
荷
証
券
に
署
名

し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
責
任
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
）
船
舶
提
供
者
に
補
償
す
る
よ
う
傭
船
者
に
求
め
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

(
4
)
 

B
a
l
t
i
m
e
の
補
償
条
項
は
、
広
い
範
囲
の
補
償
を
傭
船
者
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
補
償
条
項
一
般
が
こ
の
よ
う
な
広
い
範
囲
の
補

償
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

M
o
b
i
l
t
i
m
e
第
一
五
条
a
第
三
文
、

条
項
は
、
補
償
の
範
囲
を
狭
く
設
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
船
荷
証
券
お
よ
び
そ
の
他
の
船
舶
書
類
の
発
行
か
ら
生
じ
る
こ
と
の
あ
る

ニ
2
四
：
一
で
み
た
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
補
償
条
項
が
付
加
さ
れ
て
い

I
t
a
l
t
e
m
p
o

第
二

0
条
二
項
第
一
、

B
a
l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
第
三
文
よ
り
、

M
o
b
i
l
e
t
i
m
e
第
一
五
条
a
第
三
文
な
ど
に
近
い
ク
イ
プ
の
規
定
、

二
文
は
、

と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

B
a
l
t
i
m
e
の
補
償
条
項
の
よ
う
に
広
い
範
囲
の
補
償
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
当
該
条
項
の
本
来
的
機
能
は
第
一
―
―

者
の
異
議
か
ら
船
舶
提
供
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
補
償
条
項
は
、
船
舶
の
契
約
上
の
使
用
（
船
舶
の
商
事
使
用
）
に
関
す
る

一
五
〇

(
―
一
八
二
）



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
応
、
補
償
条
項
の
カ
ヴ
ァ
ー
範
囲
が
定
ま
っ
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、

一
五

(
-
―
八
一
―
―
)

ど
の
よ
う
な
責
任
を
負
う
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
船
舶
提
供
者
は
、
船
長
・
乗
組
員
が
傭
船
者
の
指

船
長
の
行
動
の
総
て
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
傭
船
者
の
指
示
に
則
っ
た
行
動
を
採
っ
た
結
果
、
船
舶
提
供
者
が
第

(
5
)
 

三
者
と
の
関
係
に
立
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
場
合
の
み
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
の
で
あ
る
。
傭
船
者
の
指
示
を
実
行
し
て
い
る
際
に
、
何
ら

か
の
過
失
行
為
や
海
上
災
害
が
介
在
す
れ
ば
、
そ
こ
で
、
傭
船
者
の
指
示
と
災
害
の
因
果
関
係
の
連
鎖
は
と
ぎ
れ
、
も
は
や
、
補
償
条
項

(
6
)
 

は
機
能
し
な
い
の
で
あ
る
。

(
1
)
萩
原
•
前
掲
二
八
一
頁
。

(

2

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit. `
 
pag. 1
6
7
.
 

(

3

)

類
似
例
ズ
r
e
x
a
c
o
t
i
m
e
2

第
二
三
条
第
三
文
、

E
s
s
o
t
i
m
e
1
9
6
9

第
二
四
条
第
三
文
。

(

4

)

萩
原
・
前
掲
二
八
四
頁
は
、
「
イ
ン
デ
ム
ニ
テ
ィ
・
ク
ロ
ー
ズ
は
、
…
…
船
荷
証
券
へ
の
署
名
を
船
長
に
要
求
し
た
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
適
用
範
囲
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
」
と
さ
れ
る
が
、

B
a
l
t
i
m
e

の
補
償
条
項
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
も
、
若
干
の
疑
問
を
感
じ
る
。

(

5

)

 

Tullio; 0
 p. 
cit・・loco 
cit. 
に
よ
る
と
、
補
償
条
項
は
、
傭
船
者
の
排
他
的
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
る
行
為
（
二

2
四
i
-
）
注
(

6

)

で
み

た
分
類
に
よ
る
と
、
第
ニ
グ
ル
ー
プ
）
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
、
と
い
う
。

(

6

)

 

P
o
r
t
s
m
o
u
t
h
 S
t
e
a
m
s
h
i
p
 Co. v• 

L
i
v
e
r
p
o
o
l
 
&
 G
l
a
s
g
o
w
 S
a
l
v
a
g
e
 Assoc. 〔
1
9
2
9〕

3
4
 L
L
 L
・
R
e
p
・
4
5
9

頁
注
二
四
）
。

ニ
2
四
i-
――

示
を
正
し
く
実
行
し
え
な
か
っ
た
場
合
（
商
業
上
の
過
失
と
い
わ
れ
る
も
の
）
、

船
舶
使
用
条
項
の
も
と
、
船
長
は
、
船
舶
提
供
者
の
使
用
人
で
あ
り
、
他
方
、
傭
船
者
の
指
示
の
実
行
者
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
、
二
つ

の
側
面
を
も
つ
船
長
の
地
位
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
傭
船
者
と
船
長
を
関
連
づ
け
る
法
的
関
係
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
を
究
明
し

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
（
一
）

(
1
)
 

船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任

（
萩
原
・
前
掲
一
八
八



イ
ク
リ
ア
に
お
い
て
は
、
船
長
・
乗
組
員
は
、
傭
船
者
と
直
接
的
関
係
に
立
た
な
い
、

(
6
)
で
み
た
第
一
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、

e)
」
を
つ
ね
に
念
頭
に
お
い
た
分
析
を
し
て
い
る
が
、
上
記
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

「
傭
船
者
は
、

(
-
―
八
四
）

と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
―
―

2
四

2
一
注

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
上
記
の
結
論
に
達
す
る
の
か
、
ま
ず
、
そ
れ

傭
船
契
約
（
定
期
傭
船
契
約
に
か
ぎ
ら
な
い
）
に
お
い
て
傭
船
者
の
果
た
す
「
協
力

(
c
o
o
p
e
r
a
z
i
o
n,
 

と
り
わ
け
、
定
期
傭
船
契
約
に
お
い
て
、
船
舶
提
供
者
の
使
用
人
た
る
船
長
に
対
し
与
え
ら
れ
る
、

も
船
舶
提
供
者
自
身
に
直
接
与
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
な
指
示
・
命
令
の
全
体
を
通
じ
て
、
予
定
さ
れ
た
協
力
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
3
)
 こ

と
ば
を
変
え
れ
ば
、
傭
船
者
の
指
示
・
命
令
は
、
船
舶
提
供
者
に
契
約
上
の
義
務
の
履
行
を
促
す
も
の
、

て
、
そ
の
指
示
を
船
長
が
履
行
し
な
け
れ
ば
、
船
舶
提
供
者
は
、
直
接
、
傭
船
者
に
対
し
、
債
務
不
履
行
の
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

(
4
)
 

い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
の
グ
ル
ー
。
フ
の
船
長
の
行
為
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
第
二
の
グ
ル
ー

プ
は
、
傭
船
者
の
排
他
的
利
益
の
た
め
に
、
そ
し
て
、
そ
の
計
算
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
船
舶
提
供
者
が
な

す
べ
き
運
送
の
基
本
的
給
付
と
は
、
余
り
係
わ
り
の
な
い
も
の
、

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、

た
と
え
ば
、

R
o
m
a
n
e
l
l
i
は、

か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

そ
し
て
、
あ
た
か

と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ

と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
傭
船
者
が
自
分
自
身
で
、
あ
る
い
は
、

そ
の
使
用
人
を
介
し
て
な
す
べ
き
行
為
で
あ
る
が
、
船
舶
が
存
在
す
る
場
所
で
な
す
必
要
が
あ
る
、

(
5
)
 

と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

と
い
う
事
情
か
ら
、
船
長
（
乗
組
員
）

そ
し
て
、
こ
の
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
行
為
を
な
す
義
務
も
、
傭
船
者
に
対
す
る
船
長
の
個
人
的
義
務
と
い
う
よ
り
も
、
使
用
人
の
な
す
給

つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

一
五



く
行
わ
な
か
っ
た
結
果
（
た
と
え
ば
、
船
荷
証
券
の
不
実
記
載
）
、

付
を
傭
船
者
に
提
供
す
る
、

と
い
う
船
舶
提
供
者
の
義
務
と
い
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
る
と
、
船
舶
使
用
条
項
は
、
傭

船
者
と
船
長
の
直
接
的
関
係
を
作
出
す
る
も
の
で
は
な
く
、
船
長
が
傭
船
者
の
指
示
に
し
た
が
う
義
務
は
、
使
用
人
と
し
て
船
舶
提
供
者

(
6
)
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

に
対
し
て
負
う
義
務
で
あ
っ
て
、
傭
船
者
に
対
し
て
負
う
も
の
で
は
な
い
、

「
傭
船
者
の
指
示
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
船
長
は
、
運
航
者
が
傭
船
者
自
身
に
対
し
て
引
き
受
け
た
義
務
を
履
行
す
る
に
す
ぎ

ず
、
そ
れ
故
、
船
長
は
、
そ
の
指
示
が
契
約
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
正
確
に
含
ま
れ
る
も
の
か
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
の
実
行
に
つ
き
船
長
が
責
を
負
う
相
手
は
彼
に
指
示
そ
の
も
の
を
授
け
た
者
、
す
な
わ
ち
、
傭
船
者
で

は
な
く
、
運
航
者
、
す
な
わ
ち
、
彼
の
使
用
者
で
あ
る
、

場
合
、
船
長
が
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
前
者
の
指
示
で
あ
っ
て
、
決
し
て
傭
船
者
の
そ
れ
で
は
な
い
、

(
7
)
 

て
何
ら
疑
問
は
な
い
。
」

右
に
引
用
し
た
こ
と
ば
は
、
四

0
年
前
の

を
え
て
い
（
琴
、
と
い
え
よ
う
。

と
い
う
指
示
な
の
で
あ
る
。
船
舶
提
供
者
と
傭
船
者
の
あ
い
だ
に
対
立
が
あ
る

船
長
が
傭
船
者
の
代
理
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
が
あ
る
、
と
す
れ
ば
、
傭
船
者
名
義
で
船
荷
証
券
が
船

(
9
)
 

長
に
よ
っ
て
発
行
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
船
長
は
、
船
舶
提
供
者
の
使
用
人
と
し
て
行
動
し
て
い
る
だ
け
で
あ

(10) 

と
解
す
れ
ば
足
り
る
。
も
ち
ろ
ん
、
船
長
が
代
理
業
務
を
正
し

っ
て
、
船
荷
証
券
発
行
に
関
し
て
代
理
権
を
有
す
る
の
は
船
舶
提
供
者
、

イ
タ
リ
ア
定
期
傭
船
契
約
の
実
証
的
研
究
(
-
)

第
三
者
に
損
害
が
生
じ
れ
ば
、
そ
の
第
三
者
は
、
傭
船
者
に
、
直
接
、

訴
求
し
う
る
。
そ
し
て
、
船
舶
使
用
条
項
に
基
づ
く
傭
船
者
の
指
示
に
正
し
く
し
た
が
わ
な
か
っ
た
船
長
の
行
為
に
つ
い
て
、
船
舶
提
供

者
が
船
長
の
使
用
者
と
し
て
傭
船
者
に
対
し
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。

B
e
r
l
i
n
g
i
e
r
i

の
も
の
で
あ
る
が
、

一
五
三

い
ま
も
（
と
い
う
よ
り
、

（
―
-
八
五
）

い
ま
）

と
い
う
こ
と
に
つ
い

広
く
一
般
の
支
持



(

1

)

航
行
法
第
三
九
三
条
に
よ
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
イ
ク
リ
ア
航
行
法
第
三
九
―
―
一
条
に
お
け
る
船
船
提
供
者
の
責
任
」
関

西
大
学
創
立
記
念
論
文
集
＾
下
＞
に
所
収
の
予
定
。

(

2

)

 

A
n
t
o
n
i
o
 L
e
f
e
b
v
r
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船
舶
使
用
条
項
に
基
づ
き
船
長
と
傭
船
者
の
あ
い
だ
に
直
接
的
関
係
が
生
じ
な
い
、

船
舶
使
用
条
項
に
基
づ
く
傭
船
者
の
指
示
を
正
し
く
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
傭
船
者
か
ら
の
責
任
追
及
を
免
れ
る
た
め
、
何
ら

か
の
対
策
を
構
じ
る
（
そ
の
よ
う
な
試
み
が
総
て
有
効
に
な
る
か
否
か
は
別
問
題
と
し
て
）
。

例
で
あ
る
。
船
舶
提
供
者
は
、
本
来
、
船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
つ
い
て
傭
船
者
に
責
を
負
う
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
少
な
く

船
長
・
乗
組
員
の
商
業
上
の
過
失
に
関
す
る
船
舶
提
供
者
の
責
任
の
排
除

関
法
第
三
六
巻
第
六
号

B
a
l
t
i
m
e

第
九
条
一
項
条
四
文
は
そ
の
好

と
な
る
と
、
用
心
深
い
船
舶
提
供
者
は
、
船
長
が

一
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四
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と
も
、
列
挙
さ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
責
を
免
れ
た
い
意
向
で
あ
る
。

B
a
l
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e
第
九
条
一
項
条
四
文
の
免
責
範
囲
は
、
決
し
て
、
狭
い
、

て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
、

I
t
a
l
t
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p
o

第
二

0
条
二
項
第
三
、

d
e
l
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r
a
s
p
o
r
t
o
)
」

船
荷
証
券
な
ど
の
発
行
に
よ
り
生
じ
る
ぺ
き
責
任
の
み
な
ら
ず
、
船
長
・
乗
組
員
の
総
て
の
（
お
そ
ら
く
）
商
業
上
の
過
失
の
免
責
を

(
1
)
 

そ
の
由
来
を
航
行
法
第
三
九
三
条
二
項
に
求
め
う
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
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試
み
て
い
る

Ital
t
e
m
p
o
 
の
補
償
条
項
は
、

J

の
よ
う
な
広
い
免
責
範
囲
を
定
め
た
例
は
な
い
。

と
い
う
包
括
的
な
免
責
を
表
す
挿
入
句
を
忘
れ
て
い
な
い
。

一
五
五

（
―
-
八
七
）

著
者
の
机
上
に
あ
る
定
期
傭
船
契
約
書
の
ど
れ
に
も
、

と
同
様
の
免
責
さ
れ
る
べ
き
例
を
列
挙
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、

と
は
い
え
な
い
が
、
あ
く
ま
で
も
免
責
さ
れ
る
べ
き
例
を
列
挙
し

四
文
は
、
二

2
四
？
一
で
み
た
よ
う
に
、

B
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l
t
i
m
e
第
九
条
一
項
条
四
文
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お
よ
び
運
送
の
実
行
一
般
に
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て
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